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特集　令和8年度当初予算　
　
・電気柵は適切に設置しましょう
・木造住宅の耐震化を支援します
・児童・福祉に関する手当について
・恵みの湯・峠の湯の熟年特別割引券を発行します

No.241　2026.4.1 4

俺クラ（俺のクラシック）を開催します

■日 6月14日（日）
■時 午後2時開演（1時30分開場）
■場 松井田文化会館・大ホール
■￥ 6,000円（全席指定）
■他 チケットは松井田文化会館で4
月11日（土）午前9時から発売開始

※窓口でのお支払いは現金のみ
※発売初日の購入可能枚数は1人
2枚まで
※ローソンチケットでも購入でき
ます
※電話での申し込みは同日午後1

時からです。窓口で完売した場
合、電話受付は行いません
※未就学児は入場できません
■問 松井田文化会館
（☎393－4400）

三浦一馬
（バンドネオン）

特定計量器（はかり）の定期検査について
　取引または証明に使用する「は
かり」は、2年に1回の定期検査
を受けることが計量法で義務づけ
られています。本市は今年度が受
検年度です。忘れずに検査を受け
ましょう。
検査対象のはかり
・商店・工場などで取引に使用す
るもの
・学校・幼稚園・保育園・病院な
どで健康診断に使用するもの
・病院・薬局・診療所などで調剤
に使用するもの

・観光農園・農産物直売所などで
販売に使用するもの
・その他取引・証明に使用するもの
■他 
・当日は検査手数料が必要です
・はかりと一緒に分銅・おもり・
電池・電源アダプターなどもお持
ちください
・この定期検査に代わる計量士に
よる検査を受ける方法もあります
■問 □本 福祉課くらし相談係
（☎内線1207）

午前の部：午前10時～正午
午後の部：午後1時～3時

市民生活向上・市の魅力度アップ予算
－新たな時代に向かって－　日本で最もチケットが取れない弦楽アンサンブル「石田組」を率いるヴァイオリニスト石田泰尚と、世界的に

活躍するバンドネオン界の若きスター三浦一馬。そして情熱を鍵盤に刻むピアニスト中島剛が夢の共演。カリス
マ演奏家たちが従来のクラシックの枠にとらわれない躍動感あふれる演奏をお届けします。

石田泰尚
（ヴァイオリン）

中島　剛
（ピアノ）

安政遠足　子どもミニ遠足を開催します
■日 5月9日（土）
　低学年スタート
　　　　　　午前8時50分（予定）
　高学年・中学生スタート
　　　　　　午前9時10分（予定）
コース
低学年（文化センター～二葉幼稚
園前折返～文化センター）
高学年・中学生（文化センター～

二葉幼稚園前折返～安中体育館前
折返～文化センター）
■対 市内在住・在学または保護者が
市内在住・在勤で、大会当日に小
学1年～中学3年の児童生徒
■￥ 無料
■定 先着150人
■申 申込書に必要事項を記入し、ス
ポーツ課スポーツ振興係に持参する

申込期間　4月6日（月）～17日（金）
の平日午前8時30分～午後5時
■他 着順のほか仮装アイデア賞があ
ります。好きな仮装で参加してく
ださい（仮装しなくても参加でき
ます）。
■問 □ス スポーツ課スポーツ振興係
（☎382－2500）

開催日

4月14日（火）

4月15日（水）

4月16日（木）

4月17日（金）

※午前の部のみ

4月20日（月）

場　所

安中公民館

□松 南側車庫棟

原市公民館

岩野谷公民館

□本 北側車庫棟
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休日当番医　内科
Contents

4月  5日（日）
4月12日（日）
4月19日（日）
4月26日（日）
4月29日（水・祝）
5月  3日（日・祝）
5月  4日（月・祝）
5月  5日（火・祝）
5月  6日（水・振）
5月10日（日）

あやこまごころ診療所
本多病院
正田病院
みやぐち医院
市立碓氷病院
正田病院
本多病院
須藤病院
松井田病院
もてき内科医院

☎027－388－1180
☎027－382－1255
☎027－382－1123
☎027－384－1126
☎027－385－8221
☎027－382－1123
☎027－382－1255
☎027－382－3131
☎027－393－1301
☎027－382－2510

4/1～5/15

4月  5日（日）
4月12日（日）
4月19日（日）
4月26日（日）
4月29日（水・祝）
5月  3日（日・祝）
5月  4日（月・祝）
5月  5日（火・祝）
5月  6日（水・振）
5月10日（日）
午後6時以降は①須藤病院

休日当番医　外科
松井田病院
本多病院①
正田病院
須藤病院
市立碓氷病院
正田病院
本多病院①
須藤病院
松井田病院
正田病院

☎027－393－1301
☎027－382－1255
☎027－382－1123
☎027－382－3131
☎027－385－8221
☎027－382－1123
☎027－382－1255
☎027－382－3131
☎027－393－1301
☎027－382－1123

4/1～5/15

市立碓氷病院、須藤病院、正田病院、松井田病院以外の内科当番医の診療
時間は午前9時から午後6時までです。それ以降は外科の当番医で受診し
てください。

男性  26,030人（   －34）
女性  26,746人（   －41）
計  52,776人（   －75）
24,734世帯（   －31）

人口と世帯（2月末日現在）（前月比）
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電気柵は適切に設置しましょう
木造住宅の耐震化を支援します
令和8年度市税等納期限一覧表

くらし・手続
合併処理浄化槽への転換補助金を
増額します
子育て・教育
4月からの病児保育事業について

健康・医療・福祉
帯状疱疹ワクチン予防接種
公費助成のお知らせ

イベント・スポーツ
「五料の茶屋本陣」五月人形展の
お知らせ
文化・生涯学習
集会所実施事業の受講生を募集します

インフォメーション
機構改革に伴い4月1日から課・係
などが変わります
手話コーナー
地域おこし協力隊活動報告
消費生活センターからのお知らせ
クローズアップ
男女共同参画推進委員会

相談

俺クラを開催します
安政遠足子どもミニ遠足を開催します

あんなかスマイルパーク

恵みの湯
峠の湯
鉄道文化むら
文化センター
（※図書館のみ休館）
文化会館
安中しんくみスポーツセンター
（※温水プールのみ休業）
学習の森

（※ふるさと学習館のみ休館）
いきいき長寿センター

4/7・14・21・28・30
5/5・7・8・11・12
4/7・21　5/7
4/14・28
4/7・14・21・28　5/7・12
4/7・14・21・28・30　5/7・12
※4/27　5/9
4/6・13・20・27・30　5/7・11
4/6・20・30　5/7・8・10～12
※4/13・27
4/7・14・21・28・30
5/7・8・12・13
※4/8～10
4/6・13・20・27・30
5/4・7・8・11・12

4/1～5/15休館案内

基本目標3　　安全・安心で心地よく　住み続けられるまち

基本目標1　　未来を担う　子どもたちが健やかに育つまち

■こども誰でも通園制度（新規）
 保育所などに通っていないこどもが、保護者の就労
などの要件を問わず保育所や認定こども園に通園でき
る制度を始め、こどもの成長を応援します。　　　　

（1,542万円）

■学校給食費無料化（拡充）
　市立小中学校に通う児童生徒の学校給食費を無料化
し、保護者の経済的負担を軽減します。

（2億6,006万円）

■病児保育事業補助金（新規）
 市内保育施設で病児保育を始めます。また、スマー
トフォンなどで簡単に予約できるシステムも導入します。

（1,451万円）

■民設学童クラブ新規整備補助金（新規）
　原市地区に学童クラブ新設を計画している民間事業
者に、施設整備費用の一部を補助します。

（2,362万円）

基本目標2　　支え合い　誰もが健康長寿で暮らしやすいまち

■ごみ出しサポート事業（拡充）
 昨年度に開始した高齢者のごみ出しサポート事業の
利用条件を見直し、高齢者以外のごみ出し困難世帯の
支援にも取り組みます。　　　　　　　　（555万円）

■公共交通対策事業
　既存路線を見直し、3月に運行開始した「あんバ
ス」、「あんなカー」の利用促進を図るとともに、利用
者と市民の声を聞きながら、利便性の向上に取り組み
ます。　　　　　　　　　　　　　（2億4,021万円）

きょうじん

令和8年度　当初予算

298億9,800万円
　令和8年は旧安中市と旧松井田町が合併し、「新」
安中市となってから20年になります。この節目を新
たなスタートとし、未来へ力強く踏み出すため、本年
度は「市民生活向上・市の魅力度アップ予算　新たな
時代に向かって」をテーマに、強靭で持続可能な行財
政運営を目指した結果、一般会計総額は298億9,800
万円で3年ぶりにプライマリーバランスを黒字化しま
した。
　本号ではその概要の中から市総合計画に掲げる7つ
の基本目標に沿って、主な施策を紹介します。



安中市役所　☎027－382－1111 32 2026年4月1日号

休日当番医　内科
Contents

4月  5日（日）
4月12日（日）
4月19日（日）
4月26日（日）
4月29日（水・祝）
5月  3日（日・祝）
5月  4日（月・祝）
5月  5日（火・祝）
5月  6日（水・振）
5月10日（日）

あやこまごころ診療所
本多病院
正田病院
みやぐち医院
市立碓氷病院
正田病院
本多病院
須藤病院
松井田病院
もてき内科医院

☎027－388－1180
☎027－382－1255
☎027－382－1123
☎027－384－1126
☎027－385－8221
☎027－382－1123
☎027－382－1255
☎027－382－3131
☎027－393－1301
☎027－382－2510

4/1～5/15

4月  5日（日）
4月12日（日）
4月19日（日）
4月26日（日）
4月29日（水・祝）
5月  3日（日・祝）
5月  4日（月・祝）
5月  5日（火・祝）
5月  6日（水・振）
5月10日（日）
午後6時以降は①須藤病院

休日当番医　外科
松井田病院
本多病院①
正田病院
須藤病院
市立碓氷病院
正田病院
本多病院①
須藤病院
松井田病院
正田病院

☎027－393－1301
☎027－382－1255
☎027－382－1123
☎027－382－3131
☎027－385－8221
☎027－382－1123
☎027－382－1255
☎027－382－3131
☎027－393－1301
☎027－382－1123

4/1～5/15

市立碓氷病院、須藤病院、正田病院、松井田病院以外の内科当番医の診療
時間は午前9時から午後6時までです。それ以降は外科の当番医で受診し
てください。

男性  26,030人（   －34）
女性  26,746人（   －41）
計  52,776人（   －75）
24,734世帯（   －31）

人口と世帯（2月末日現在）（前月比）

安中市医師会■HP ▶

-特集令和8年度当初予算
3

－

5

6

－

9

10

－

12

13

－

16

16

－

18

19

－

23

26

28

-

-

-

-

-

-
-

電気柵は適切に設置しましょう
木造住宅の耐震化を支援します
令和8年度市税等納期限一覧表

くらし・手続
合併処理浄化槽への転換補助金を
増額します
子育て・教育
4月からの病児保育事業について

健康・医療・福祉
帯状疱疹ワクチン予防接種
公費助成のお知らせ

イベント・スポーツ
「五料の茶屋本陣」五月人形展の
お知らせ
文化・生涯学習
集会所実施事業の受講生を募集します

インフォメーション
機構改革に伴い4月1日から課・係
などが変わります
手話コーナー
地域おこし協力隊活動報告
消費生活センターからのお知らせ
クローズアップ
男女共同参画推進委員会

相談

俺クラを開催します
安政遠足子どもミニ遠足を開催します

あんなかスマイルパーク

恵みの湯
峠の湯
鉄道文化むら
文化センター
（※図書館のみ休館）
文化会館
安中しんくみスポーツセンター
（※温水プールのみ休業）
学習の森

（※ふるさと学習館のみ休館）
いきいき長寿センター

4/7・14・21・28・30
5/5・7・8・11・12
4/7・21　5/7
4/14・28
4/7・14・21・28　5/7・12
4/7・14・21・28・30　5/7・12
※4/27　5/9
4/6・13・20・27・30　5/7・11
4/6・20・30　5/7・8・10～12
※4/13・27
4/7・14・21・28・30
5/7・8・12・13
※4/8～10
4/6・13・20・27・30
5/4・7・8・11・12

4/1～5/15休館案内

基本目標3　　安全・安心で心地よく　住み続けられるまち

基本目標1　　未来を担う　子どもたちが健やかに育つまち
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 保育所などに通っていないこどもが、保護者の就労
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■問 □本 財政課財務係（☎内線1053）

市税…市民税、固定資産税などの税金
繰入金…基金の取崩しや他会計から入れるお金
国庫・県支出金…特定の事業を行うため国や県から交付

されるお金
地方交付税…市町村の実状に合わせて国から交付される

お金
地方消費税交付金…消費税のうち、市に交付されるお金
市債…市が借り入れるお金
その他…諸収入、寄附金、使用料及び手数料など

民生費…障害者や高齢者の福祉サービス、子育て支援、
　　　　生活保護など
総務費…庁舎や財産の維持管理、税金の徴収、戸籍管理、

選挙、統計など
衛生費…疾病予防、環境保全、ごみ処理など
教育費…学校教育、生涯教育、文化・スポーツ振興など
土木費…道路・公園・住宅の整備など
公債費…市債の元金・利子など
農林水産業費…農業、畜産業、林業の振興など
その他…消防費、商工費、議会費など

一般会計令和8年度

歳入
298億
9,800万円

市税
118億8,774万円

その他
22億8,759万円

地方消費税交付金
16億円

地方交付税
18億円

県支出金
24億6,884万円

市債
9億7,440万円

国庫支出金
40億492万円

繰入金
48億7,451万円

歳出
298億
9,800万円

民生費
107億589万円

農林水産業費
10億1,399万円
公債費
23億5,416万円

土木費
27億7,907万円

教育費
33億4,647万円

衛生費
33億7,918万円

総務費
45億1,860万円

その他
18億64万円

収　入
給料（市税）
諸手当
（国・県支出金、地方譲与税など）
銀行からの借入（市債）
パート代
（分担金、負担金、使用料など）
貯金の取崩し（繰入金）

貯金残高
（令和7年度末基金残高見込（一般会計））

11万9,000円（40％）
10万7,000円（36％）

1万円（  3％）
1万5,000円（  5％）

4万9,000円（16％）

8万3,000円　　　 

支　出
医療費、保育費など（扶助費）
食費（人件費）
光熱水費、通信費（物件費）
ローン返済（公債費）
家族への仕送りなど
（繰出金、補助費など）
家・車・電化製品などの修繕、買替
（普通建設事業費、維持補修費）
貯金（積立金）
その他雑費
（投資および出資、貸付金など）

6万6,000円（22％）
5万円（17％）

5万7,000円（19％）
2万4,000円（  8％）
6万6,000円（22％）

3万3,000円（11％）

3,000円（  1％）
1,000円（  0％）

令和8年度の一般会計予算を1か月の収入・支出が30万円の家計に例えると次のようになります。
一般会計を家計に例えると…

■特別会計
（特定の事業を行い、一般会計と区別する会計）

58億4,490万円
12億9,026万円
69億6,257万円

国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計

■企業会計
（事業収益で運営し、独立して経理する会計）

27億8,878万円
12億233万円

水道事業会計
下水道事業会計

44億7,772万円
5,481万円

病院事業会計
介護サービス事業会計

基本目標4　　自分らしく　心豊かに暮らせるまち

■学校体育館への空調設置（新規）
　児童生徒の熱中症対策と、災害時における地域の避
難所としての利用をふまえ、市立学校の体育館にエア
コンを設置します。部活動での利用を考慮し、中学校
から設置を進めます。　　　　　　　　（1,244万円）

■台南市との友好交流協定締結（新規）
　昨年訪問し、覚書を締結した台湾・台南市と友好交
流協定を締結し、観光・物産・スポーツなどさまざま
な分野で交流を図ります。　　　　　　　（106万円）

基本目標5　　豊かな自然を活かし　快適で住みやすいまち

■資源物拠点回収事業（新規）
　市内8か所の公共施設内に、市民が持ち込める資源
倉庫を設置し、資源物の拠点回収を強化します。

（640万円）

■物価高対策支援事業（継続）
　国の臨時交付金を活用し、2・3月に実施した一般
家庭の水道基本料金無料化を6か月間延長します。ま
た、市水道料金が発生しない地区などには、減額相当
額を支給します。　　　　　　　　（1億6,720万円）

基本目標6　　経済が活性化し　元気で魅力にあふれるまち

■細野原地区農地耕作条件改善事業（新規）
　耕作条件の改善を目的として、農地中間管理機構に
よる担い手への農地集積推進による生産効率の向上を
図り、国・県とともに高収益作物などの営農定着や必
要な取り組みを支援します。　　　（3億3,949万円）

■企業誘致政策の推進
　県と協力し、平成以降最大の開発面積となる「安中
横野平第二工業団地造成事業」を進めていきます。ま
た、ほかの新規産業団地も早期に開発できるよう関係
機関と連携し、取り組みます。

■碓氷峠鉄道施設群の世界遺産登録推進
　登録実現に向け、国内の世界遺産や類似事例の視
察、また文化遺産に加え自然遺産も含めた複合遺産を
視野に、調査・研究と機運の醸成を進めます。

基本目標7　　市民のための健全な行財政運営と　市の魅力向上

■「書かない窓口」等導入事業（新規）
　証明書発行時などに申請書記入が不要となる「書か
ない窓口」を本庁と支所に導入します。また、コンビ
ニ交付と同様のマルチコピー機を本庁に設置し、窓口
を訪れる市民の利便性向上を図ります。（1,640万円）

■公共施設予約システムの導入事業（新規）
　スポーツ施設など公共施設の予約や空き状況の検索
などができるWEB予約システムを導入し、市民の利
便性向上を図ります。　　　　　　　　（1,016万円）

■電子地域通貨UMECAの利用促進
　新規加盟店の増加を図りつつ、各種給付金との連携
や市役所窓口でのレジ利用、キャンペーンなどを通じ
市内の消費拡大とキャッシュレス決済促進に取り組み
ます。 各会計予算の概要 総合計画



安中市役所　☎027－382－1111 54 2026年4月1日号

■問 □本 財政課財務係（☎内線1053）

市税…市民税、固定資産税などの税金
繰入金…基金の取崩しや他会計から入れるお金
国庫・県支出金…特定の事業を行うため国や県から交付

されるお金
地方交付税…市町村の実状に合わせて国から交付される

お金
地方消費税交付金…消費税のうち、市に交付されるお金
市債…市が借り入れるお金
その他…諸収入、寄附金、使用料及び手数料など

民生費…障害者や高齢者の福祉サービス、子育て支援、
　　　　生活保護など
総務費…庁舎や財産の維持管理、税金の徴収、戸籍管理、

選挙、統計など
衛生費…疾病予防、環境保全、ごみ処理など
教育費…学校教育、生涯教育、文化・スポーツ振興など
土木費…道路・公園・住宅の整備など
公債費…市債の元金・利子など
農林水産業費…農業、畜産業、林業の振興など
その他…消防費、商工費、議会費など

一般会計令和8年度

歳入
298億
9,800万円

市税
118億8,774万円

その他
22億8,759万円

地方消費税交付金
16億円

地方交付税
18億円

県支出金
24億6,884万円

市債
9億7,440万円

国庫支出金
40億492万円

繰入金
48億7,451万円

歳出
298億
9,800万円

民生費
107億589万円

農林水産業費
10億1,399万円
公債費
23億5,416万円

土木費
27億7,907万円

教育費
33億4,647万円

衛生費
33億7,918万円

総務費
45億1,860万円

その他
18億64万円

収　入
給料（市税）
諸手当
（国・県支出金、地方譲与税など）
銀行からの借入（市債）
パート代
（分担金、負担金、使用料など）
貯金の取崩し（繰入金）

貯金残高
（令和7年度末基金残高見込（一般会計））

11万9,000円（40％）
10万7,000円（36％）

1万円（  3％）
1万5,000円（  5％）

4万9,000円（16％）

8万3,000円　　　 

支　出
医療費、保育費など（扶助費）
食費（人件費）
光熱水費、通信費（物件費）
ローン返済（公債費）
家族への仕送りなど
（繰出金、補助費など）
家・車・電化製品などの修繕、買替
（普通建設事業費、維持補修費）
貯金（積立金）
その他雑費
（投資および出資、貸付金など）

6万6,000円（22％）
5万円（17％）

5万7,000円（19％）
2万4,000円（  8％）
6万6,000円（22％）

3万3,000円（11％）

3,000円（  1％）
1,000円（  0％）

令和8年度の一般会計予算を1か月の収入・支出が30万円の家計に例えると次のようになります。
一般会計を家計に例えると…

■特別会計
（特定の事業を行い、一般会計と区別する会計）

58億4,490万円
12億9,026万円
69億6,257万円

国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計

■企業会計
（事業収益で運営し、独立して経理する会計）

27億8,878万円
12億233万円

水道事業会計
下水道事業会計

44億7,772万円
5,481万円

病院事業会計
介護サービス事業会計

基本目標4　　自分らしく　心豊かに暮らせるまち

■学校体育館への空調設置（新規）
　児童生徒の熱中症対策と、災害時における地域の避
難所としての利用をふまえ、市立学校の体育館にエア
コンを設置します。部活動での利用を考慮し、中学校
から設置を進めます。　　　　　　　　（1,244万円）

■台南市との友好交流協定締結（新規）
　昨年訪問し、覚書を締結した台湾・台南市と友好交
流協定を締結し、観光・物産・スポーツなどさまざま
な分野で交流を図ります。　　　　　　　（106万円）

基本目標5　　豊かな自然を活かし　快適で住みやすいまち

■資源物拠点回収事業（新規）
　市内8か所の公共施設内に、市民が持ち込める資源
倉庫を設置し、資源物の拠点回収を強化します。

（640万円）

■物価高対策支援事業（継続）
　国の臨時交付金を活用し、2・3月に実施した一般
家庭の水道基本料金無料化を6か月間延長します。ま
た、市水道料金が発生しない地区などには、減額相当
額を支給します。　　　　　　　　（1億6,720万円）

基本目標6　　経済が活性化し　元気で魅力にあふれるまち

■細野原地区農地耕作条件改善事業（新規）
　耕作条件の改善を目的として、農地中間管理機構に
よる担い手への農地集積推進による生産効率の向上を
図り、国・県とともに高収益作物などの営農定着や必
要な取り組みを支援します。　　　（3億3,949万円）

■企業誘致政策の推進
　県と協力し、平成以降最大の開発面積となる「安中
横野平第二工業団地造成事業」を進めていきます。ま
た、ほかの新規産業団地も早期に開発できるよう関係
機関と連携し、取り組みます。

■碓氷峠鉄道施設群の世界遺産登録推進
　登録実現に向け、国内の世界遺産や類似事例の視
察、また文化遺産に加え自然遺産も含めた複合遺産を
視野に、調査・研究と機運の醸成を進めます。

基本目標7　　市民のための健全な行財政運営と　市の魅力向上

■「書かない窓口」等導入事業（新規）
　証明書発行時などに申請書記入が不要となる「書か
ない窓口」を本庁と支所に導入します。また、コンビ
ニ交付と同様のマルチコピー機を本庁に設置し、窓口
を訪れる市民の利便性向上を図ります。（1,640万円）

■公共施設予約システムの導入事業（新規）
　スポーツ施設など公共施設の予約や空き状況の検索
などができるWEB予約システムを導入し、市民の利
便性向上を図ります。　　　　　　　　（1,016万円）

■電子地域通貨UMECAの利用促進
　新規加盟店の増加を図りつつ、各種給付金との連携
や市役所窓口でのレジ利用、キャンペーンなどを通じ
市内の消費拡大とキャッシュレス決済促進に取り組み
ます。 各会計予算の概要 総合計画



２ｍ程度離す

何とか入れ
そうだ！

やっぱり無理
そう

×悪い例 〇良い例

76 安中市役所　☎027－382－1111

■問 □松 農林課林政鳥獣対策係（☎内線2618）

獣　種

イノシシ

小動物

シカ

支柱の間隔

4m以内

線の間隔

20㎝

10～15㎝

20～40㎝

段　数

2段以上

4段以上

5段以上

■動物に合わせた資材購入を
　電気柵の本体（電源装置）
は、設置する土地の広さに対
し、4000V以上の電圧を維持
できる機種を購入しましょう
（4000V未満では動物が痛み
を感じず、効果がありません）。
　複数の動物が出没している
場合は、すべての動物に対応
できるよう設置する必要があ
ります。

※電気柵本器に使われる電源は、規模と用途により電池、
バッテリー、ソーラーパネルなどがあります。なお、家
庭用のコンセントから直接柵線に電気を流すことは、法
律で禁止されています。電源を取る場合、必ず電気柵と
併せて購入してください。また、「危険表示板」を必ず
設置しましょう。

■安全に使用するための注意点

■作物からも距離をとる

2026年4月1日号

　電気柵は、適切に設置すれば野生動物による被害にとても効果のある設備です。その反面、設置方法を間
違ったり日常の維持管理をおろそかにしたりすると、その効果を発揮できませんので、適切な設置をお願いし
ます。電気柵は「柵に触れると痛い！危ない！」と野生動物に教えることで被害を防ぐ心理的な柵です。きち
んと電気が流れていれば大きな効果がありますが、流れていなければ意味がありません。設置後は必ず、24
時間電気を流しましょう。

鳥獣被害を防ぐために
電気柵は適切に設置しましょう

　野生動物による農作物被害にあっている人たちで自己防衛を行う、安中市松井田町広域鳥獣被害対策協
議会が活動中です。加入条件は、旧松井田町在住で耕作を行っていること、また耕作地の有害鳥獣による
被害を減らし、田畑や生活環境を守ることを目的に活動できることです。興味のある人は農林課までお問
い合わせください。

　電気柵は、設置して終わりではなく、設置後の日常管理が重要です。被害防止効果を最大限発揮す
るため、以下の項目を定期的に確認し、維持管理に努めましょう。

■電圧のチェックをしましょう
　定期的に電圧のチェックを行い、4000V以上が維持されていることを確認しましょう。電圧が低
下している場合、バッテリーの性能低下や草などの接触による漏電が考えられます。
■伸びた草や落枝を除去しましょう
　電気柵の周囲で草や枝などが柵線（通電ワイヤー）に接触していないか確認しましょう。接触した
状態が続くと、バッテリーの消耗も早くなり、電圧が低下します。
■バッテリーの残量を確認しましょう
　電源装置の規格や電気柵の設置距離にもよりますが、1～2か月で残量がなくなるので定期的に交
換しましょう。ソーラー式のものは、雨や曇りの日が続くと発電できない状態が続くので注意が必要
です。
■電源の入れ忘れに注意しましょう
　作業のため一時的にスイッチを切った後、入れ忘れることがあります。電源が入っていない電気柵
に侵入防止効果はないので、確実にスイッチを入れる習慣をつけましょう。

■碍子は必ず外側（動物側）に向ける
がいし

■舗装道路から離して設置する

■段差・地面の凸凹や地形・立地に合わせて設置する

支柱を足して隙間が
できないようにする

隙間があると
動物が出入りする

のり面に立った時、
柵が低く見えるため
侵入されやすい

一定の距離を取れば
入られにくい

アース
(－の電気)

アース
(－の電気)

出力
(＋の電気)

出力
(＋の電気)

地面(土)

電源装置

電気柵の仕組み 柵線には＋、地面には－の電気が
流れています。野生動物が柵線に
触れることで＋と－の電気がショ
ートし、強い電気が流れます。

成長後も接触しないようにする

×悪い例 〇良い例

×悪い例 〇良い例

×悪い例 〇良い例

0.5ｍ～

土の地面舗装道路

電気柵
(＋の電気)

電気柵
(＋の電気)



２ｍ程度離す
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そうだ！

やっぱり無理
そう

×悪い例 〇良い例

76 安中市役所　☎027－382－1111

■問 □松 農林課林政鳥獣対策係（☎内線2618）

獣　種

イノシシ

小動物

シカ

支柱の間隔

4m以内

線の間隔

20㎝

10～15㎝

20～40㎝

段　数

2段以上

4段以上

5段以上

■動物に合わせた資材購入を
　電気柵の本体（電源装置）
は、設置する土地の広さに対
し、4000V以上の電圧を維持
できる機種を購入しましょう
（4000V未満では動物が痛み
を感じず、効果がありません）。
　複数の動物が出没している
場合は、すべての動物に対応
できるよう設置する必要があ
ります。

※電気柵本器に使われる電源は、規模と用途により電池、
バッテリー、ソーラーパネルなどがあります。なお、家
庭用のコンセントから直接柵線に電気を流すことは、法
律で禁止されています。電源を取る場合、必ず電気柵と
併せて購入してください。また、「危険表示板」を必ず
設置しましょう。

■安全に使用するための注意点

■作物からも距離をとる

2026年4月1日号

　電気柵は、適切に設置すれば野生動物による被害にとても効果のある設備です。その反面、設置方法を間
違ったり日常の維持管理をおろそかにしたりすると、その効果を発揮できませんので、適切な設置をお願いし
ます。電気柵は「柵に触れると痛い！危ない！」と野生動物に教えることで被害を防ぐ心理的な柵です。きち
んと電気が流れていれば大きな効果がありますが、流れていなければ意味がありません。設置後は必ず、24
時間電気を流しましょう。

鳥獣被害を防ぐために
電気柵は適切に設置しましょう

　野生動物による農作物被害にあっている人たちで自己防衛を行う、安中市松井田町広域鳥獣被害対策協
議会が活動中です。加入条件は、旧松井田町在住で耕作を行っていること、また耕作地の有害鳥獣による
被害を減らし、田畑や生活環境を守ることを目的に活動できることです。興味のある人は農林課までお問
い合わせください。

　電気柵は、設置して終わりではなく、設置後の日常管理が重要です。被害防止効果を最大限発揮す
るため、以下の項目を定期的に確認し、維持管理に努めましょう。

■電圧のチェックをしましょう
　定期的に電圧のチェックを行い、4000V以上が維持されていることを確認しましょう。電圧が低
下している場合、バッテリーの性能低下や草などの接触による漏電が考えられます。
■伸びた草や落枝を除去しましょう
　電気柵の周囲で草や枝などが柵線（通電ワイヤー）に接触していないか確認しましょう。接触した
状態が続くと、バッテリーの消耗も早くなり、電圧が低下します。
■バッテリーの残量を確認しましょう
　電源装置の規格や電気柵の設置距離にもよりますが、1～2か月で残量がなくなるので定期的に交
換しましょう。ソーラー式のものは、雨や曇りの日が続くと発電できない状態が続くので注意が必要
です。
■電源の入れ忘れに注意しましょう
　作業のため一時的にスイッチを切った後、入れ忘れることがあります。電源が入っていない電気柵
に侵入防止効果はないので、確実にスイッチを入れる習慣をつけましょう。

■碍子は必ず外側（動物側）に向ける
がいし

■舗装道路から離して設置する

■段差・地面の凸凹や地形・立地に合わせて設置する

支柱を足して隙間が
できないようにする

隙間があると
動物が出入りする

のり面に立った時、
柵が低く見えるため
侵入されやすい

一定の距離を取れば
入られにくい

アース
(－の電気)

アース
(－の電気)

出力
(＋の電気)

出力
(＋の電気)

地面(土)

電源装置

電気柵の仕組み 柵線には＋、地面には－の電気が
流れています。野生動物が柵線に
触れることで＋と－の電気がショ
ートし、強い電気が流れます。

成長後も接触しないようにする

×悪い例 〇良い例

×悪い例 〇良い例

×悪い例 〇良い例

0.5ｍ～

土の地面舗装道路

電気柵
(＋の電気)

電気柵
(＋の電気)
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納　期　限　　
  

  4月30日（木）

※口座振替の人は、各納期限の前日までに口座残高の確認をお願いします
※公的年金からの天引き（特別徴収）に該当している人は年金支給時に差し引かれます

固
定
資
産
税

都
市
計
画
税

令
和
8
年

令
和
9
年

軽
自
動
車
税

市　　税

市
県
民
税

（
普
通
徴
収
）

国
民
健
康

保
険
税

（
普
通
徴
収
）

介
護
保
険
料

（
普
通
徴
収
）

後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料

（
普
通
徴
収
）

国民年金保険料
※1…1年前納
※2…6箇月前納
※3…2年前納

※1…令和8年4月分～
　　  令和9年3月分
※2…令和8年4月分～
　　  令和8年9月分
※3…令和8年4月分～
　　  令和10年3月分

6月  1日（月）

6月30日（火）

7月31日（金）

8月31日（月）

9月30日（水）

11月  2日（月）

11月  2日（月）

11月30日（月）

12月25日（金）

1月  4日（月）

2月  1日（月）

3月  1日（月）

3月31日（水）

4月30日（金）

1期

2期

3期

4期

全期

1期

2期

3期

4期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

令和8年4月分

令和8年5月分

令和8年6月分

令和8年7月分

令和8年8月分

令和8年9月分

令和8年10月分

令和8年11月分

令和8年12月分

令和9年1月分

令和9年2月分

令和9年3月分

※2…令和8年10月分～
　　  令和9年3月分

令 和 8 年 度 市 税 等 納 期 限 一 覧 表
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納　期　限　　
  

  4月30日（木）

※口座振替の人は、各納期限の前日までに口座残高の確認をお願いします
※公的年金からの天引き（特別徴収）に該当している人は年金支給時に差し引かれます
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国
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）

介
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（
普
通
徴
収
）

後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料

（
普
通
徴
収
）

国民年金保険料
※1…1年前納
※2…6箇月前納
※3…2年前納

※1…令和8年4月分～
　　  令和9年3月分
※2…令和8年4月分～
　　  令和8年9月分
※3…令和8年4月分～
　　  令和10年3月分

6月  1日（月）

6月30日（火）

7月31日（金）

8月31日（月）

9月30日（水）

11月  2日（月）

11月  2日（月）

11月30日（月）

12月25日（金）

1月  4日（月）

2月  1日（月）

3月  1日（月）

3月31日（水）

4月30日（金）

1期

2期

3期

4期

全期

1期

2期

3期

4期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

令和8年4月分

令和8年5月分

令和8年6月分

令和8年7月分

令和8年8月分

令和8年9月分

令和8年10月分

令和8年11月分

令和8年12月分

令和9年1月分

令和9年2月分

令和9年3月分

※2…令和8年10月分～
　　  令和9年3月分

令 和 8 年 度 市 税 等 納 期 限 一 覧 表
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■日 
日
程

■時 
時
間

■期 
期
間

■場 
会
場
・
場
所

■対 
対
象
・
資
格

■内 
内
容

■定 
定
員

■￥ 
料
金
・
費
用

■持 
持
参
物

■締 
締
切

■応 
応
募
・
申
込
方
法

■申 
申
込
み
先

■問 
問
合
せ
先

■FAX 
F
A
X

☎
電
話

■e 
電
子
メ
ー
ル

■HP 
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

■他 
そ
の
他

※既設の単独処理浄化槽を再利用する場合の撤去費補助金の限度額は12万円です

合併処理浄化槽への転換補助金を増額します

■問 □谷 下水道課庶務係（☎内線3135）

　今年度から、合併処理浄化槽への転換補助金の補助額を一部増額します。予算額に達し次第、受付を終了し
ますので合併処理浄化槽への転換を検討している人はお早めに申請してください。補助金額は下表のとおりで
す。申請方法など詳細はお問い合わせください。

相
　談

イ
ン
フ
ォ

　メ
ー
シ
ョ
ン

文
化・生
涯
学
習

イ
ベ
ン
ト
・

　
　ス
ポ
ー
ツ

健
康・医
療・福
祉

子
育
て
・
教
育

く
ら
し
・
手
続

くらし・手続 living・procedure

人槽区分

5人槽
6～7人槽
8～10人槽

5人槽
6～7人槽
8～10人槽

補助金額
（限度額）
81.2万円
89.4万円
102.8万円

設置費補助金
33.2万円
41.4万円
54.8万円

補助金額の内訳
宅内配管補助金

33万円
（限度額）

撤去費補助金

15万円
（限度額）

①単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換した場合
■補助金額

受付期間　令和9年1月29日（金）まで（予算額に達し次第終了）

人槽区分
補助金額
（限度額）
78.2万円
86.4万円
99.8万円

設置費補助金
33.2万円
41.4万円
54.8万円

補助金額の内訳
宅内配管補助金

33万円
（限度額）

撤去費補助金

12万円
（限度額）

②し尿汲み取り槽から合併処理浄化槽へ転換した場合

注意事項
・必ず工事着工前に申請してください。
・市で実施する他の補助金制度と、補助対象個所を重複させての申請はできません。
・公共下水道供用開始区域および事業計画区域、秋間みのりが丘地域は補助金対象外です。

　市は、令和8年度から始まる「安
中市環境基本計画2026」を策定
しました。本計画は、安中市環境
基本条例に基づくもので、環境行
政における最上位の計画です。計
画期間は10年で、「豊かな自然を
再興し　脱炭素・資源循環をめざ
すまち　あんなか」を望ましい環
境像とします。環境問題を解決
し、本計画を着実に進めるために
は行政だけでなく、市民・事業者

の皆さんの協力が必要です。
　本計画は市■HP のほか□本 総合案
内、□ク 環境政策課、□松 松井田振興
課、文化センター、文化会館、各
地区公民館、各地区生涯学習セン
ターなどでご覧いただけます。
■問 □ク 環境政策課環境推進係
（☎内線1883）

安中市環境基本計画2026を策定しました

子育て・教育 child rearing・education

■持 母子手帳、バスタオル、各種健康診査票、
子育て支援ノート、アンケート（4か月、1歳6
か月、3歳児）、当日尿（3歳児のみ）、仕上げ
磨き用歯ブラシ（1歳、1歳6か月、2歳、2歳
6か月、3歳児）

4～5月の乳幼児健診

4か月児健診
4月24日（金）　令和7年12月生
5月29日（金）　令和8年  1月生

8か月児健診
4月17日（金）　令和7年  7月生
5月22日（金）　令和7年  8月生

1歳児すくすく相談
4月20日（月）　令和7年  3月生
5月25日（月）　令和7年  4月生

3歳児健診
4月  9日（木）　令和5年  2月生
5月14日（木）　令和5年  3月生

1歳6か月児健診
※4月はありません
5月13日（水）　令和6年9・10月生

2歳6か月児歯科健診
4月16日（木）　令和5年  8月生  
5月21日（木）　令和5年  9月生

2歳児歯科健診
4月22日（水）　令和6年  2月生
5月27日（水）　令和6年  3月生

■問 □本 健康づくり課母子保健係（☎内線1174）
■時 午後1時～2時　　■場 安中市保健センター

2026年4月1日号□本 ＝本庁舎　□松 ＝松井田庁舎　□谷 ＝谷津庁舎　□ク ＝碓氷川クリーンセンター　□ス ＝安中しんくみスポーツセンター

■市内初、病児対応型の保育施設が開設されます
　病児対応型（病児保育）の保育施設は、病気の回復期に至らないが、当面の症状の急変が認められない場合、
一時的に保育を実施する専用施設です。市内には病後児対応型（病後児保育）の保育施設（病気の回復期に一時
的に保育する専用の施設）もあるので、あわせてご利用ください。

■病児・病後児保育施設の利用予約がスマートフォンから可能に
 スマホやパソコンなどから病児・病後児保育施設の予約やキャンセル、空き状況を確認できる病児・病後児
保育施設利用予約システムの運用を始めます。運用開始時期や利用方法などは、市■HP でご確認ください。

■診療情報提供書のレイアウトが変わります
　病児対応型の開設と予約システムの運用開始に伴い、診療情報提供書の記載内容などを変更しました。病児
対応型、病後児対応型ともに同じ様式になりますので、4月1日以降に市内保育施設を利用する場合はご注意
ください。様式は市■HP からダウンロードできます。

4月からの病児保育事業について

予約はこちら

■問 □本 こども課幼児教育保育係（☎内線1163）

種　類
病後児保育
病児保育（新）
病後児保育
病後児保育

電話番号
☎385-5233

☎385-5541

☎384-1501

所在地
簗瀬25－1

中後閑724

下後閑509－1

施設名
原市保育園

後閑あさひ保育園

あさひ第二保育園
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※既設の単独処理浄化槽を再利用する場合の撤去費補助金の限度額は12万円です

合併処理浄化槽への転換補助金を増額します

■問 □谷 下水道課庶務係（☎内線3135）

　今年度から、合併処理浄化槽への転換補助金の補助額を一部増額します。予算額に達し次第、受付を終了し
ますので合併処理浄化槽への転換を検討している人はお早めに申請してください。補助金額は下表のとおりで
す。申請方法など詳細はお問い合わせください。

相
　談

イ
ン
フ
ォ

　メ
ー
シ
ョ
ン

文
化・生
涯
学
習

イ
ベ
ン
ト
・

　
　ス
ポ
ー
ツ

健
康・医
療・福
祉

子
育
て
・
教
育

く
ら
し
・
手
続

くらし・手続 living・procedure

人槽区分

5人槽
6～7人槽
8～10人槽

5人槽
6～7人槽
8～10人槽

補助金額
（限度額）
81.2万円
89.4万円
102.8万円

設置費補助金
33.2万円
41.4万円
54.8万円

補助金額の内訳
宅内配管補助金

33万円
（限度額）

撤去費補助金

15万円
（限度額）

①単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換した場合
■補助金額

受付期間　令和9年1月29日（金）まで（予算額に達し次第終了）

人槽区分
補助金額
（限度額）
78.2万円
86.4万円
99.8万円

設置費補助金
33.2万円
41.4万円
54.8万円

補助金額の内訳
宅内配管補助金

33万円
（限度額）

撤去費補助金

12万円
（限度額）

②し尿汲み取り槽から合併処理浄化槽へ転換した場合

注意事項
・必ず工事着工前に申請してください。
・市で実施する他の補助金制度と、補助対象個所を重複させての申請はできません。
・公共下水道供用開始区域および事業計画区域、秋間みのりが丘地域は補助金対象外です。

　市は、令和8年度から始まる「安
中市環境基本計画2026」を策定
しました。本計画は、安中市環境
基本条例に基づくもので、環境行
政における最上位の計画です。計
画期間は10年で、「豊かな自然を
再興し　脱炭素・資源循環をめざ
すまち　あんなか」を望ましい環
境像とします。環境問題を解決
し、本計画を着実に進めるために
は行政だけでなく、市民・事業者

の皆さんの協力が必要です。
　本計画は市■HP のほか□本 総合案
内、□ク 環境政策課、□松 松井田振興
課、文化センター、文化会館、各
地区公民館、各地区生涯学習セン
ターなどでご覧いただけます。
■問 □ク 環境政策課環境推進係
（☎内線1883）

安中市環境基本計画2026を策定しました

子育て・教育 child rearing・education

■持 母子手帳、バスタオル、各種健康診査票、
子育て支援ノート、アンケート（4か月、1歳6
か月、3歳児）、当日尿（3歳児のみ）、仕上げ
磨き用歯ブラシ（1歳、1歳6か月、2歳、2歳
6か月、3歳児）

4～5月の乳幼児健診

4か月児健診
4月24日（金）　令和7年12月生
5月29日（金）　令和8年  1月生

8か月児健診
4月17日（金）　令和7年  7月生
5月22日（金）　令和7年  8月生

1歳児すくすく相談
4月20日（月）　令和7年  3月生
5月25日（月）　令和7年  4月生

3歳児健診
4月  9日（木）　令和5年  2月生
5月14日（木）　令和5年  3月生

1歳6か月児健診
※4月はありません
5月13日（水）　令和6年9・10月生

2歳6か月児歯科健診
4月16日（木）　令和5年  8月生  
5月21日（木）　令和5年  9月生

2歳児歯科健診
4月22日（水）　令和6年  2月生
5月27日（水）　令和6年  3月生

■問 □本 健康づくり課母子保健係（☎内線1174）
■時 午後1時～2時　　■場 安中市保健センター

2026年4月1日号□本 ＝本庁舎　□松 ＝松井田庁舎　□谷 ＝谷津庁舎　□ク ＝碓氷川クリーンセンター　□ス ＝安中しんくみスポーツセンター

■市内初、病児対応型の保育施設が開設されます
　病児対応型（病児保育）の保育施設は、病気の回復期に至らないが、当面の症状の急変が認められない場合、
一時的に保育を実施する専用施設です。市内には病後児対応型（病後児保育）の保育施設（病気の回復期に一時
的に保育する専用の施設）もあるので、あわせてご利用ください。

■病児・病後児保育施設の利用予約がスマートフォンから可能に
 スマホやパソコンなどから病児・病後児保育施設の予約やキャンセル、空き状況を確認できる病児・病後児
保育施設利用予約システムの運用を始めます。運用開始時期や利用方法などは、市■HP でご確認ください。

■診療情報提供書のレイアウトが変わります
　病児対応型の開設と予約システムの運用開始に伴い、診療情報提供書の記載内容などを変更しました。病児
対応型、病後児対応型ともに同じ様式になりますので、4月1日以降に市内保育施設を利用する場合はご注意
ください。様式は市■HP からダウンロードできます。

4月からの病児保育事業について

予約はこちら

■問 □本 こども課幼児教育保育係（☎内線1163）

種　類
病後児保育
病児保育（新）
病後児保育
病後児保育

電話番号
☎385-5233

☎385-5541

☎384-1501

所在地
簗瀬25－1

中後閑724

下後閑509－1

施設名
原市保育園

後閑あさひ保育園

あさひ第二保育園
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■児童手当
　児童（18歳到達年度の末日まで）を養育する人に支給されます（国内居住の場合）。

■児童扶養手当
　ひとり親、もしくはひとり親に相当する状態（父母が離婚している・父または母が一定基準以上の障害の状
態にあるなど）の児童（18歳到達年度の末日（一定基準以上の障害のある場合は20歳未満）まで）を監護する母、
児童を監護し生計を同じくする父、父母に代わり児童を養育する人に支給されます。
●支給月額（4月～）　
　全部支給の場合　第1子：48,050円　　第2子以降の加算額：1人につき11,350円
　一部支給の場合　所得に応じて手当額が決まります。
※受給資格者、扶養義務者の所得が限度額以上の場合、その年度の手当の一部または全部が支
給されません
※手当を受給している人は8月に現況届を提出する必要があります

■特別児童扶養手当
　心身に障害がある20歳未満の児童を監護する父もしくは母（所得の高い方が受給者となります）、または父
母に代わって児童を養育する人に手当が支給されます。
●支給月額（4月～）　1級：58,450円　　2級：38,930円
※児童が児童福祉施設などに入所している場合や、障害を事由とする年金を受給できる場合は
手当が支給されません
※受給資格者や配偶者、扶養義務者などの所得に応じ、その年度の手当の全部が支給されません
※手当を受給している人は8月に所得状況届を提出する必要があります

■障害児福祉手当
　在宅で重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の人。ただし、障害を支給事
由とする給付を受けている人や社会福祉施設などへ入所中の人は除きます。本手当は、特別児童扶養手当と合
わせて受給できます。
●支給月額（4月～）：16,560円

■特別障害者手当
　在宅で著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の人。ただし、
社会福祉施設などへ入所中や病院に3か月以上入院している人は除きます。
●支給月額（4月～）：30,450円
※受給資格者や配偶者、扶養義務者などの前年の所得に応じ、手当の全額が停止されることがあります
※受給している人は毎年8月に所得状況届を提出する必要があります

児童・福祉に関する手当について ■問 □本 こども課こども育成係（☎内線1164）
　□本 福祉課障害福祉係（☎内線1159）
　□松 住民福祉課福祉こども係（☎内線2153）
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児童手当

児童扶養手当

特別児童扶養
手当

3歳未満

3歳以上

第1子・第2子

15,000円

10,000円

第3子以降

30,000円

2026年4月1日号□本 ＝本庁舎　□松 ＝松井田庁舎　□谷 ＝谷津庁舎　□ク ＝碓氷川クリーンセンター　□ス ＝安中しんくみスポーツセンター

帯状疱疹ワクチン予防接種公費助成のお知らせ

■問 □本 健康づくり課保健予防係（☎内線1172）

■定期予防接種
対象者
　過去に帯状疱疹ワクチンを接種していない、以下
のいずれかに該当する人
①令和8年度中に65・70・75・80・85・90・
95・100歳になる人
※65歳以上の人は、令和11年度までの経過措置と
して、5歳年齢ごとに接種機会が設けられます
②60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫の機能の障害があり日常生活がほとんど
不可能な人

接種期間　令和9年3月31日まで

使用ワクチンおよび自己負担額
　医師と相談のうえ、いずれかを接種します。
・生ワクチン（乾燥弱毒生水痘ワクチン）

4,000円×1回
・不活化ワクチン（乾燥組換え帯状疱疹ワクチン）

10,000円×2回
※生活保護世帯または中国残留邦人の支援などを受
けている人は無料になります。接種前に□本 健康づ
くり課か□松 住民福祉課で申請してください

接種方法
　①の対象者には4月中旬から案内を順次郵送します。
　　詳しくは案内をご覧ください。
　②の対象者は医療機関に直接ご相談ください。
　※不活化ワクチンは1回目と2回目の接種間隔を
原則2か月以上あける必要があるので、必ず1
月末までに1回目の接種を終えてください

■任意予防接種
対象者
　接種日時点で安中市に住民登録があり、定期接種
に該当しない50歳以上の人（過去に市の助成を受け
たことがある人は対象外）。

接種期間　申請日から6か月以内

使用ワクチンおよび助成額
　医師と相談のうえ、いずれかを接種します。
　接種費用から助成金額を差し引いた金額を医療機
関にお支払いください（接種費用は各医療機関で異
なります）。
・生ワクチン（乾燥弱毒生水痘ワクチン）

4,000円×1回
・不活化ワクチン（乾燥組換え帯状疱疹ワクチン）

10,000円×2回
※不活化ワクチンは、6か月以内に2回の接種を完
了する必要があるので、申請後早めに接種してく
ださい

接種方法
1．事前申請により市から助成券を受け取る（予診
票は市内指定医療機関窓口にあります）。

2．助成券・本人確認書類を持参し、市内指定医療
機関でいずれかのワクチンを接種する。

助成券申請方法（窓口または電子申請）
■申 □本 健康づくり課または□松 住民福祉課
■持 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認
書類。
　本人確認後即日、助成券を交付します。
●電子申請受付システムでの申請
　助成条件の確認後、助成券を郵送で交付します。
申請してから届くまで約2週間かかります。

健康・医療・福祉 health・medical・welfare

　帯状疱疹は、過去に水痘にかかった際のウイルスが治癒後も神経に潜伏し、免疫力の低下時に再活性化する
ことで発症します。ワクチンを接種することで、発症や重症化を予防できます。助成を受けられるのは定期接
種か任意接種のいずれかです。接種を希望する場合はご検討ください。

詳しくは
こちら

電子申請は
こちら

※左表は児童1人あたりの支給月額です
※公務員の人は勤務先で手続してください
※受給者が公務員になったとき、公務員で
　なくなったときは市と勤務先に届出が必
　要です

※手当の支給は原則として申請の翌月分から開始します
※受給中に次の事由が生じたときは手続きが必要です
　住所や氏名に変更があったとき・対象児童が増えた・または減ったとき、受給資格がなくなったときなど
※手続が遅れると手当を受給できない月が生じる、または受給した手当を返還していただくことがあります
※受給資格要件や所得制限限度額など、詳しくはお問い合わせください。各手当に関する詳細は、市■HP を
　ご覧ください
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■児童手当
　児童（18歳到達年度の末日まで）を養育する人に支給されます（国内居住の場合）。

■児童扶養手当
　ひとり親、もしくはひとり親に相当する状態（父母が離婚している・父または母が一定基準以上の障害の状
態にあるなど）の児童（18歳到達年度の末日（一定基準以上の障害のある場合は20歳未満）まで）を監護する母、
児童を監護し生計を同じくする父、父母に代わり児童を養育する人に支給されます。
●支給月額（4月～）　
　全部支給の場合　第1子：48,050円　　第2子以降の加算額：1人につき11,350円
　一部支給の場合　所得に応じて手当額が決まります。
※受給資格者、扶養義務者の所得が限度額以上の場合、その年度の手当の一部または全部が支
給されません
※手当を受給している人は8月に現況届を提出する必要があります

■特別児童扶養手当
　心身に障害がある20歳未満の児童を監護する父もしくは母（所得の高い方が受給者となります）、または父
母に代わって児童を養育する人に手当が支給されます。
●支給月額（4月～）　1級：58,450円　　2級：38,930円
※児童が児童福祉施設などに入所している場合や、障害を事由とする年金を受給できる場合は
手当が支給されません
※受給資格者や配偶者、扶養義務者などの所得に応じ、その年度の手当の全部が支給されません
※手当を受給している人は8月に所得状況届を提出する必要があります

■障害児福祉手当
　在宅で重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の人。ただし、障害を支給事
由とする給付を受けている人や社会福祉施設などへ入所中の人は除きます。本手当は、特別児童扶養手当と合
わせて受給できます。
●支給月額（4月～）：16,560円

■特別障害者手当
　在宅で著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の人。ただし、
社会福祉施設などへ入所中や病院に3か月以上入院している人は除きます。
●支給月額（4月～）：30,450円
※受給資格者や配偶者、扶養義務者などの前年の所得に応じ、手当の全額が停止されることがあります
※受給している人は毎年8月に所得状況届を提出する必要があります

児童・福祉に関する手当について ■問 □本 こども課こども育成係（☎内線1164）
　□本 福祉課障害福祉係（☎内線1159）
　□松 住民福祉課福祉こども係（☎内線2153）
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2026年4月1日号□本 ＝本庁舎　□松 ＝松井田庁舎　□谷 ＝谷津庁舎　□ク ＝碓氷川クリーンセンター　□ス ＝安中しんくみスポーツセンター

帯状疱疹ワクチン予防接種公費助成のお知らせ

■問 □本 健康づくり課保健予防係（☎内線1172）

■定期予防接種
対象者
　過去に帯状疱疹ワクチンを接種していない、以下
のいずれかに該当する人
①令和8年度中に65・70・75・80・85・90・
95・100歳になる人
※65歳以上の人は、令和11年度までの経過措置と
して、5歳年齢ごとに接種機会が設けられます
②60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫の機能の障害があり日常生活がほとんど
不可能な人

接種期間　令和9年3月31日まで

使用ワクチンおよび自己負担額
　医師と相談のうえ、いずれかを接種します。
・生ワクチン（乾燥弱毒生水痘ワクチン）

4,000円×1回
・不活化ワクチン（乾燥組換え帯状疱疹ワクチン）

10,000円×2回
※生活保護世帯または中国残留邦人の支援などを受
けている人は無料になります。接種前に□本 健康づ
くり課か□松 住民福祉課で申請してください

接種方法
　①の対象者には4月中旬から案内を順次郵送します。
　　詳しくは案内をご覧ください。
　②の対象者は医療機関に直接ご相談ください。
　※不活化ワクチンは1回目と2回目の接種間隔を
原則2か月以上あける必要があるので、必ず1
月末までに1回目の接種を終えてください

■任意予防接種
対象者
　接種日時点で安中市に住民登録があり、定期接種
に該当しない50歳以上の人（過去に市の助成を受け
たことがある人は対象外）。

接種期間　申請日から6か月以内

使用ワクチンおよび助成額
　医師と相談のうえ、いずれかを接種します。
　接種費用から助成金額を差し引いた金額を医療機
関にお支払いください（接種費用は各医療機関で異
なります）。
・生ワクチン（乾燥弱毒生水痘ワクチン）

4,000円×1回
・不活化ワクチン（乾燥組換え帯状疱疹ワクチン）

10,000円×2回
※不活化ワクチンは、6か月以内に2回の接種を完
了する必要があるので、申請後早めに接種してく
ださい

接種方法
1．事前申請により市から助成券を受け取る（予診
票は市内指定医療機関窓口にあります）。

2．助成券・本人確認書類を持参し、市内指定医療
機関でいずれかのワクチンを接種する。

助成券申請方法（窓口または電子申請）
■申 □本 健康づくり課または□松 住民福祉課
■持 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認
書類。
　本人確認後即日、助成券を交付します。
●電子申請受付システムでの申請
　助成条件の確認後、助成券を郵送で交付します。
申請してから届くまで約2週間かかります。

健康・医療・福祉 health・medical・welfare

　帯状疱疹は、過去に水痘にかかった際のウイルスが治癒後も神経に潜伏し、免疫力の低下時に再活性化する
ことで発症します。ワクチンを接種することで、発症や重症化を予防できます。助成を受けられるのは定期接
種か任意接種のいずれかです。接種を希望する場合はご検討ください。

詳しくは
こちら

電子申請は
こちら

※左表は児童1人あたりの支給月額です
※公務員の人は勤務先で手続してください
※受給者が公務員になったとき、公務員で
　なくなったときは市と勤務先に届出が必
　要です

※手当の支給は原則として申請の翌月分から開始します
※受給中に次の事由が生じたときは手続きが必要です
　住所や氏名に変更があったとき・対象児童が増えた・または減ったとき、受給資格がなくなったときなど
※手続が遅れると手当を受給できない月が生じる、または受給した手当を返還していただくことがあります
※受給資格要件や所得制限限度額など、詳しくはお問い合わせください。各手当に関する詳細は、市■HP を
　ご覧ください
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□本 ＝本庁舎　□松 ＝松井田庁舎　□谷 ＝谷津庁舎　□ク ＝碓氷川クリーンセンター　□ス ＝安中しんくみスポーツセンター

　4月1日からRSウイルス感染症
（母子免疫ワクチン）の定期予防接
種が始まります。
　RSウイルスは乳幼児を中心に
流行する呼吸器感染症を引き起こ
すウイルスです。妊婦がワクチン
を接種することで、母体を通じて
生まれてくる子に抗体が作られ、
RSウイルスを原因とする肺炎な

どの下気道感染症の予防効果があ
ります。
■対 接種日時点で市民であり、妊娠
28週0日から36週6日までの人
接種回数　妊娠ごとに1回
■￥ 無料
予診票の配布方法　母子健康手帳
交付時（妊娠届出時）に配布
※令和8年3月23日以前に届け出

た人には個別発送します
※里帰り出産などの理由で、県外
の医療機関で接種を希望する人
は、事前申請が必要です
■問 □本 健康づくり課保健予防係
（☎内線1172）

RSウイルス母子免疫ワクチンの定期予防接種が始まります

詳しくはこちら

　国の方針により、4月1日から
使用されるワクチンが、23価肺
炎球菌ワクチン（ポリサッカライ
ド）から20価肺炎球菌ワクチンに
変更するのに伴い、自己負担額が
変わります。
　肺炎球菌には100種類以上の血
清型があり、23価肺炎球菌ワクチ
ンは、うち23種類、20価肺炎球
菌ワクチンは20種類の血清型を
対象としています。いずれも肺炎
球菌に対するワクチンですが、接
種後の免疫を得る仕組みが異なる
ため、20価肺炎球菌ワクチンの
方が、持続的で高い有効性が期待
できます。各ワクチンに含まれる
血清型の割合もおおむね同じで、
安全性も確認されたため使用ワク
チンが変更になりました。

■対 接種日時点で本市に住民登録が
あり、①か②に該当する人
①満65歳（65歳の誕生日から66
歳の誕生日の前日まで）の人
②接種日時点で60歳以上65歳未
満で心臓、腎臓もしくは呼吸器の
機能またはヒト免疫不全ウイルス
による免疫の機能に障害があり日
常生活がほとんど不可能な人
接種回数　1回
■￥ 自己負担額　3,500円
※生活保護世帯や中国残留邦人の
支援などを受けている人は無料に
なります。接種前に□本 健康づくり
課または□松 住民福祉課で申請して
ください
予診票の配布方法
　①の対象者には誕生月の月末に
郵送します。紛失などで手元にな

い場合や②の対象者は□本 健康づく
り課または□松 住民福祉課で接種歴
確認後に配布します。
接種方法　医療機関に予診票、マ
イナンバーカードなど本人確認書
類、自己負担金を持参してくださ
い。
※現在満65歳で過去に一度も23
価肺炎球菌ワクチンを接種してい
ない人は、20価肺炎球菌ワクチ
ンの接種となります。お持ちの予
診票をご使用ください
■問 □本 健康づくり課保健予防係
（☎内線1172）

高齢者用肺炎球菌感染症定期予防接種公費助成と
使用ワクチン変更のお知らせ

国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の皆さんへ
日帰り人間ドック助成のご案内　－年に1度は健康チェックを－

詳しくはこちら

　市は、恵みの湯と峠の湯で共通
利用できる熟年特別割引券を発行
します。希望する人は、発行窓口
で交付を受けてください。
■対 70歳以上の市民（令和8年度中に
70歳になる人は、誕生日以降に申
請してください）
割引内容　入館料300円割引
割引券　有効期間内に合計利用回

数12回まで使えるスタンプカード
※1人年間1枚交付（再交付や追加
交付はできません）
※割引券の使用は本人に限ります
※□本 高齢者支援課または□松 住民福
祉課で申請する場合、交付方法を
スタンプカードか電子地域通貨
UMECAアプリのクーポン券機能
から選べます

有効期間　令和9年3月31日（水）
まで
発行窓口　恵みの湯、峠の湯、□本 
高齢者支援課長寿支援係、□松 住民
福祉課健康介護係の各窓口
※申請の際、本人確認書類をご提
示ください（休館日・閉庁日は発
行できません）

恵みの湯・峠の湯の
熟年特別割引券を発行します

　安中市国民健康保険の被保険者および市内に住所を有する群馬県後期高齢者医療制度の被保険者を対象
に「日帰り人間ドック」の検診費を助成します。希望する人は、市役所窓口か電子申請でお申し込みください。
　なお、この人間ドックを受診すると特定健康診査（後期高齢者健康診査）を受診したことになります。
40歳以上75歳未満の人で内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）に該当すると判定された人には後
日、特定保健指導利用券と利用案内を送付しますので、必ず特定保健指導を受けてください。

■問 □本 国保年金課国保係（☎内線1113・1114）、□松 住民福祉課税務保険係（☎内線2160）

令和8年度　人間ドック実施医療機関（五十音順）
医療機関名

有坂内科医院
安中市立碓氷病院
いわい中央クリニック
櫻井内科医院

正田病院

須藤病院
田口医院
藤巻医院
本多病院
松井田病院
みやぐち医院

住　　　所
安中1－29－1
原市1－9－10
岩井2465－1
郷原130－5

安中1－16－32

安中3532－5
松井田町松井田372
松井田町松井田556
鷺宮205－1
松井田町新堀1300－1
原市3875

電話番号
☎381－0485
☎385－8221
☎381－2201
☎385－8551
☎395－5566
（検診受付窓口）
☎382－3131
☎393－1731
☎393－1324
☎382－1255
☎393－1301
☎384－1126

混雑緩和のため、インター
ネット申請をご利用ください

申請はこちら

■対象者
◎国民健康保険人間ドック
　平成3年3月31日以前に生ま
れ、令和8年4月1日現在、安中市
国民健康保険加入者で、国民健康
保険税を完納している世帯の人
（1世帯2人まで）
◎高齢者人間ドック　
　令和8年4月1日現在、市内に住
所を有する群馬県後期高齢者医療
制度加入者で、後期高齢者医療保
険料を完納している人

■受付期間・場所
・4月8日（水）
　午前10時～午後5時15分
　□本 保健センター、□松 住民福祉課
・4月9日（木）～20日（月）
　午前8時30分～午後5時15分
　（土日除く）
　□本 国保年金課、□松 住民福祉課
・4月8日（水）午前10時～
　20日（月）午後5時15分

　インターネット受付（下記二次
元コード）
※先着順ではありません
※期間を過ぎると申し込みできま
せん

受付時に持参するもの
　受診者のマイナ保険証または資
格確認書

■検診費助成金
23,600円
（眼底検査実施時24,810円）
※検診費38,200円（眼底検査実施
時39,432円）です。助成金との差
額が自己負担金になります
※50歳以上の男性は、ドック負
担金とは別に500円（70歳以上は
無料）の負担で、前立腺がん検診
が同時に受けられます
※追加分は全額自己負担で、各種
オプション検査など（視力検査・
聴力検査・CA19－9（膵臓がん

マーカー）検査ほか）が可能な場合
があります。詳細は下表の医療機
関にお問い合わせください

■受診期間　6月～12月

■検診機関　下表のとおり

■注意事項
　検診費助成が決定した人でも、
検診日当日までに市外に転出した
場合、安中市国民健康保険、群馬
県後期高齢者医療制度の資格を喪
失した場合は受診できません。資
格喪失後に受診した場合、検診費
助成金は返還していただきます。
　安中市国民健康保険特定健康診
査、または後期高齢者健康診査と
の重複受診はできません。重複受
診した場合、重複した分の受診費
用は全額負担していただきます。

■問 恵みの湯（☎385－1126）・峠の湯（☎380－4000）、
　□本 高齢者支援課長寿支援係（☎内線1182）、
　□松 住民福祉課健康介護係（☎内線2152）

■日 
日
程

■時 
時
間

■期 
期
間

■場 
会
場
・
場
所

■対 
対
象
・
資
格

■内 
内
容

■定 
定
員

■￥ 
料
金
・
費
用

■持 
持
参
物

■締 
締
切

■応 
応
募
・
申
込
方
法

■申 
申
込
み
先
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合
せ
先

■FAX 
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A
X
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□本 ＝本庁舎　□松 ＝松井田庁舎　□谷 ＝谷津庁舎　□ク ＝碓氷川クリーンセンター　□ス ＝安中しんくみスポーツセンター

　4月1日からRSウイルス感染症
（母子免疫ワクチン）の定期予防接
種が始まります。
　RSウイルスは乳幼児を中心に
流行する呼吸器感染症を引き起こ
すウイルスです。妊婦がワクチン
を接種することで、母体を通じて
生まれてくる子に抗体が作られ、
RSウイルスを原因とする肺炎な

どの下気道感染症の予防効果があ
ります。
■対 接種日時点で市民であり、妊娠
28週0日から36週6日までの人
接種回数　妊娠ごとに1回
■￥ 無料
予診票の配布方法　母子健康手帳
交付時（妊娠届出時）に配布
※令和8年3月23日以前に届け出

た人には個別発送します
※里帰り出産などの理由で、県外
の医療機関で接種を希望する人
は、事前申請が必要です
■問 □本 健康づくり課保健予防係
（☎内線1172）

RSウイルス母子免疫ワクチンの定期予防接種が始まります

詳しくはこちら

　国の方針により、4月1日から
使用されるワクチンが、23価肺
炎球菌ワクチン（ポリサッカライ
ド）から20価肺炎球菌ワクチンに
変更するのに伴い、自己負担額が
変わります。
　肺炎球菌には100種類以上の血
清型があり、23価肺炎球菌ワクチ
ンは、うち23種類、20価肺炎球
菌ワクチンは20種類の血清型を
対象としています。いずれも肺炎
球菌に対するワクチンですが、接
種後の免疫を得る仕組みが異なる
ため、20価肺炎球菌ワクチンの
方が、持続的で高い有効性が期待
できます。各ワクチンに含まれる
血清型の割合もおおむね同じで、
安全性も確認されたため使用ワク
チンが変更になりました。

■対 接種日時点で本市に住民登録が
あり、①か②に該当する人
①満65歳（65歳の誕生日から66
歳の誕生日の前日まで）の人
②接種日時点で60歳以上65歳未
満で心臓、腎臓もしくは呼吸器の
機能またはヒト免疫不全ウイルス
による免疫の機能に障害があり日
常生活がほとんど不可能な人
接種回数　1回
■￥ 自己負担額　3,500円
※生活保護世帯や中国残留邦人の
支援などを受けている人は無料に
なります。接種前に□本 健康づくり
課または□松 住民福祉課で申請して
ください
予診票の配布方法
　①の対象者には誕生月の月末に
郵送します。紛失などで手元にな

い場合や②の対象者は□本 健康づく
り課または□松 住民福祉課で接種歴
確認後に配布します。
接種方法　医療機関に予診票、マ
イナンバーカードなど本人確認書
類、自己負担金を持参してくださ
い。
※現在満65歳で過去に一度も23
価肺炎球菌ワクチンを接種してい
ない人は、20価肺炎球菌ワクチ
ンの接種となります。お持ちの予
診票をご使用ください
■問 □本 健康づくり課保健予防係
（☎内線1172）

高齢者用肺炎球菌感染症定期予防接種公費助成と
使用ワクチン変更のお知らせ

国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の皆さんへ
日帰り人間ドック助成のご案内　－年に1度は健康チェックを－

詳しくはこちら

　市は、恵みの湯と峠の湯で共通
利用できる熟年特別割引券を発行
します。希望する人は、発行窓口
で交付を受けてください。
■対 70歳以上の市民（令和8年度中に
70歳になる人は、誕生日以降に申
請してください）
割引内容　入館料300円割引
割引券　有効期間内に合計利用回

数12回まで使えるスタンプカード
※1人年間1枚交付（再交付や追加
交付はできません）
※割引券の使用は本人に限ります
※□本 高齢者支援課または□松 住民福
祉課で申請する場合、交付方法を
スタンプカードか電子地域通貨
UMECAアプリのクーポン券機能
から選べます

有効期間　令和9年3月31日（水）
まで
発行窓口　恵みの湯、峠の湯、□本 
高齢者支援課長寿支援係、□松 住民
福祉課健康介護係の各窓口
※申請の際、本人確認書類をご提
示ください（休館日・閉庁日は発
行できません）

恵みの湯・峠の湯の
熟年特別割引券を発行します

　安中市国民健康保険の被保険者および市内に住所を有する群馬県後期高齢者医療制度の被保険者を対象
に「日帰り人間ドック」の検診費を助成します。希望する人は、市役所窓口か電子申請でお申し込みください。
　なお、この人間ドックを受診すると特定健康診査（後期高齢者健康診査）を受診したことになります。
40歳以上75歳未満の人で内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）に該当すると判定された人には後
日、特定保健指導利用券と利用案内を送付しますので、必ず特定保健指導を受けてください。

■問 □本 国保年金課国保係（☎内線1113・1114）、□松 住民福祉課税務保険係（☎内線2160）

令和8年度　人間ドック実施医療機関（五十音順）
医療機関名

有坂内科医院
安中市立碓氷病院
いわい中央クリニック
櫻井内科医院

正田病院

須藤病院
田口医院
藤巻医院
本多病院
松井田病院
みやぐち医院

住　　　所
安中1－29－1
原市1－9－10
岩井2465－1
郷原130－5

安中1－16－32

安中3532－5
松井田町松井田372
松井田町松井田556
鷺宮205－1
松井田町新堀1300－1
原市3875

電話番号
☎381－0485
☎385－8221
☎381－2201
☎385－8551
☎395－5566
（検診受付窓口）
☎382－3131
☎393－1731
☎393－1324
☎382－1255
☎393－1301
☎384－1126

混雑緩和のため、インター
ネット申請をご利用ください

申請はこちら

■対象者
◎国民健康保険人間ドック
　平成3年3月31日以前に生ま
れ、令和8年4月1日現在、安中市
国民健康保険加入者で、国民健康
保険税を完納している世帯の人
（1世帯2人まで）
◎高齢者人間ドック　
　令和8年4月1日現在、市内に住
所を有する群馬県後期高齢者医療
制度加入者で、後期高齢者医療保
険料を完納している人

■受付期間・場所
・4月8日（水）
　午前10時～午後5時15分
　□本 保健センター、□松 住民福祉課
・4月9日（木）～20日（月）
　午前8時30分～午後5時15分
　（土日除く）
　□本 国保年金課、□松 住民福祉課
・4月8日（水）午前10時～
　20日（月）午後5時15分

　インターネット受付（下記二次
元コード）
※先着順ではありません
※期間を過ぎると申し込みできま
せん

受付時に持参するもの
　受診者のマイナ保険証または資
格確認書

■検診費助成金
23,600円
（眼底検査実施時24,810円）
※検診費38,200円（眼底検査実施
時39,432円）です。助成金との差
額が自己負担金になります
※50歳以上の男性は、ドック負
担金とは別に500円（70歳以上は
無料）の負担で、前立腺がん検診
が同時に受けられます
※追加分は全額自己負担で、各種
オプション検査など（視力検査・
聴力検査・CA19－9（膵臓がん

マーカー）検査ほか）が可能な場合
があります。詳細は下表の医療機
関にお問い合わせください

■受診期間　6月～12月

■検診機関　下表のとおり

■注意事項
　検診費助成が決定した人でも、
検診日当日までに市外に転出した
場合、安中市国民健康保険、群馬
県後期高齢者医療制度の資格を喪
失した場合は受診できません。資
格喪失後に受診した場合、検診費
助成金は返還していただきます。
　安中市国民健康保険特定健康診
査、または後期高齢者健康診査と
の重複受診はできません。重複受
診した場合、重複した分の受診費
用は全額負担していただきます。

■問 恵みの湯（☎385－1126）・峠の湯（☎380－4000）、
　□本 高齢者支援課長寿支援係（☎内線1182）、
　□松 住民福祉課健康介護係（☎内線2152）
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2026年4月1日号□本 ＝本庁舎　□松 ＝松井田庁舎　□谷 ＝谷津庁舎　□ク ＝碓氷川クリーンセンター　□ス ＝安中しんくみスポーツセンター

イベント・スポーツ event・sports
春季企画展「写真で見る昭和の安中」
を開催します

　昭和の時代、日常に息づいた安
中の風景などを紹介します。
■日 4月11日（土）～5月18日（月）
■時 午前9時～午後5時（入館は午後
4時30分まで）
■場 ふるさと学習館市民ギャラリー

■￥ 一般：100円、団体（20名以上）
：80円、高校生以下：無料
■他 毎週火曜休館（振替休館あり）　
※詳しくは市■HP をご覧ください
■問 学習の森（☎382－7622）

　国重要文化財「碓氷峠鉄道施
設」のボランティアガイドをやっ
てみたい人や碓氷線の歴史に関心
がある人を対象に、インストラク
ター養成講座を開催します。ぜひ
ご参加ください。
■対 誰でも参加可（3回以上の受講で
修了証を交付します）

■￥ 無料
■場 第1～3回は□松 基幹集落センター
1階研修室、4・5回は峠の湯駐車場
■応 4月6日（月）～27日（月）に電話
（土日除く午前9時～午後5時）か
二次元コードから申し込む
■申 ・■問 文化財世界遺産推進課文化
財活用係（☎382－7622）

受講生を募集します
第11期 碓氷線文化財インストラクター養成講座

　県史跡「五料の茶屋本陣お西・
お東」で、五月人形展を行います。
今回は「井伊の赤備えと馬上武者」
をテーマに約600体の人形を展示
します。ぜひお越しください。
■日 4月9日（木）～5月19日（火）
※月曜休館（月曜祝日の場合は開
館し、翌平日休館）
■時 午前9時～午後5時（入館は午後
4時30分まで）
■場 五料の茶屋本陣お西・お東
■￥ 大人210円・中学生以下100円、
団体20人以上割引（大人150円・

中学生以下70円）、※ぐーちょき
パスポート提示・障害者の人は割
引あり
■問 文化財世界遺産推進課文化財活
用係（☎382－7622）

「五料の茶屋本陣」五月人形展のお知らせ

　市ゆかりの歴史文化資源を活用
し、魅力を発信する団体の事業に
補助金を交付します。対象・条件
などの概要と募集期間は以下のと
おりです。
対象団体
・団体の構成員の数が5人以上で、
過半数が市内在住、または在勤し
ている
・市内に団体の活動拠点を有し、
主たる活動が市内の歴史文化資源

の活用である、など
対象事業
　公益的で誰でも参加でき、継続
性や発展性のある歴史文化資源を
活用した講演会、講座、シンポジ
ウム、現地を巡るイベント、演
劇、普及啓発のための展示会など
補助金額と申請回数
・総事業費の額と10万円のいずれ
か低い額（※補助対象外の経費あり）
・年1回申請とし、上限5回まで

■期 4月1日（水）午前9時～5月1日
（金）午後5時
■応 下記係（学習の森）に事業計画書
を提出する
■他 詳細は、電話または市■HP でご確
認ください。前年度の補助金交付
団体は、今年度分の補助金交付申
請書と事業計画書の提出が必要で
す。
■問 文化財世界遺産推進課文化財活
用係（☎382－7622）

「歴史・文化の魅力発信事業補助金」対象事業を募集します

■20歳になったら国民年金
　20歳以上60歳未満の人は国民
年金への加入が義務付けられてい
ます。20歳の誕生日から約2週間
で、日本年金機構から基礎年金番

号通知書、国民年金加入のお知ら
せや納付書などが送付されます。
基礎年金番号通知書は生涯使用し
ますので、大切に保管してくださ
い。20歳の誕生日から1か月を経

過しても届かない場合は、年金事
務所または□本 国保年金課、□松 住民
福祉課でご確認ください。

■国民年金保険料学生納付特例制
度のご案内
　国民年金は、20歳以上であれ
ば、学生も加入、国民年金保険料
を納付しなければなりません。し
かし、本人の前年所得が一定額以
下の場合、国民年金保険料の納付
が猶予される「学生納付特例制度」
があります。対象となる人は、学
校教育法に規定する大学（大学
院）、短期大学、高校、高等専門

学校、専修学校及び各種学校（修
業年限1年以上である課程）に在
学する学生です。ただし、学生納
付特例の期間は年金額に反映され
ないので、将来受け取る年金額を
増額するためにも、後から納付
（追納）することをお勧めします。
　学生納付特例の承認期間は4月
から翌年3月までの1年間です
が、承認を受けた次の年度も同一
の学校に在学予定の場合は、4月

初めに基礎年金番号などが印字さ
れたはがき形式の学生納付特例申
請書が届きます。引き続き、学生
納付特例制度の申請を希望する場
合は、必要事項を記入し、返送し
てください。この場合、在学証明
書または学生証の写しの添付は不
要です。

国民年金からのお知らせ

詳しくはこちら

詳しくはこちら日本年金機構■HP 

　給食でもリクエストの多い人気メ
ニューの1つです。おつまみで食べられ
る、いかのくんせいをサラダにアレンジ
しました。かめばかむほど味が出る「カ
ムカムメニュー」です。

【作り方】
① 大根と人参はいちょう切り、きゅうり
は輪切り、セロリは小口切り、いかの
くんせいは食べやすい大きさに切る。

② 大根、人参はさっとゆでて冷ます。
③ Aの材料を混ぜ合わせる。
④ 野菜といかのくんせいを混ぜ合わせ、
③のドレッシングで和える。

安中市の学校給食を
紹介します！

【栄養成分（1人分）】
エネルギー　84kcal
たんぱく質　3.2g
食塩　　　　1.2g

安中市学校栄養士会

　　　【材料】
大根
人参
きゅうり
セロリ
いかのくんせい
オリーブオイル
酢
砂糖
食塩
こしょう

【4人分】
100g
1/4本
1本
1/8本
30g
大さじ1
大さじ1
小さじ1
少々
少々

☆いかくんサラダ☆

おすすめポイント

■問 高崎年金事務所（☎322－4299）
　□本 国保年金課医療年金係（☎内線1116）
　□松 住民福祉課税務保険係（☎内線2160）

昨年の様子

　齋藤利義さんが、100歳を迎
えられました。これからも元気
でお過ごしください。

100歳おめでとう
ございます

齋藤　利義 さん
（安中）

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回

講義1　日本の近代化「碓氷線の歴史的価値」
講義2　碓氷線の赤レンガ構造物群「赤レンガ物語」
講義3　アブト式鉄道を支えた「技術と人物史」
実地研修会1　実際に歩いてみよう！（めがね橋～峠の湯編）
実地研修会2　実際に歩いてみよう！（熊ノ平～めがね橋編）

5月13日（水）
5月20日（水）
5月27日（水）
5月30日（土）
6月13日（土）

午後6時30分～8時

午前9時～正午

A
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2026年4月1日号□本 ＝本庁舎　□松 ＝松井田庁舎　□谷 ＝谷津庁舎　□ク ＝碓氷川クリーンセンター　□ス ＝安中しんくみスポーツセンター

イベント・スポーツ event・sports
春季企画展「写真で見る昭和の安中」
を開催します

　昭和の時代、日常に息づいた安
中の風景などを紹介します。
■日 4月11日（土）～5月18日（月）
■時 午前9時～午後5時（入館は午後
4時30分まで）
■場 ふるさと学習館市民ギャラリー

■￥ 一般：100円、団体（20名以上）
：80円、高校生以下：無料
■他 毎週火曜休館（振替休館あり）　
※詳しくは市■HP をご覧ください
■問 学習の森（☎382－7622）

　国重要文化財「碓氷峠鉄道施
設」のボランティアガイドをやっ
てみたい人や碓氷線の歴史に関心
がある人を対象に、インストラク
ター養成講座を開催します。ぜひ
ご参加ください。
■対 誰でも参加可（3回以上の受講で
修了証を交付します）

■￥ 無料
■場 第1～3回は□松 基幹集落センター
1階研修室、4・5回は峠の湯駐車場
■応 4月6日（月）～27日（月）に電話
（土日除く午前9時～午後5時）か
二次元コードから申し込む
■申 ・■問 文化財世界遺産推進課文化
財活用係（☎382－7622）

受講生を募集します
第11期 碓氷線文化財インストラクター養成講座

　県史跡「五料の茶屋本陣お西・
お東」で、五月人形展を行います。
今回は「井伊の赤備えと馬上武者」
をテーマに約600体の人形を展示
します。ぜひお越しください。
■日 4月9日（木）～5月19日（火）
※月曜休館（月曜祝日の場合は開
館し、翌平日休館）
■時 午前9時～午後5時（入館は午後
4時30分まで）
■場 五料の茶屋本陣お西・お東
■￥ 大人210円・中学生以下100円、
団体20人以上割引（大人150円・

中学生以下70円）、※ぐーちょき
パスポート提示・障害者の人は割
引あり
■問 文化財世界遺産推進課文化財活
用係（☎382－7622）

「五料の茶屋本陣」五月人形展のお知らせ

　市ゆかりの歴史文化資源を活用
し、魅力を発信する団体の事業に
補助金を交付します。対象・条件
などの概要と募集期間は以下のと
おりです。
対象団体
・団体の構成員の数が5人以上で、
過半数が市内在住、または在勤し
ている
・市内に団体の活動拠点を有し、
主たる活動が市内の歴史文化資源

の活用である、など
対象事業
　公益的で誰でも参加でき、継続
性や発展性のある歴史文化資源を
活用した講演会、講座、シンポジ
ウム、現地を巡るイベント、演
劇、普及啓発のための展示会など
補助金額と申請回数
・総事業費の額と10万円のいずれ
か低い額（※補助対象外の経費あり）
・年1回申請とし、上限5回まで

■期 4月1日（水）午前9時～5月1日
（金）午後5時
■応 下記係（学習の森）に事業計画書
を提出する
■他 詳細は、電話または市■HP でご確
認ください。前年度の補助金交付
団体は、今年度分の補助金交付申
請書と事業計画書の提出が必要で
す。
■問 文化財世界遺産推進課文化財活
用係（☎382－7622）

「歴史・文化の魅力発信事業補助金」対象事業を募集します

■20歳になったら国民年金
　20歳以上60歳未満の人は国民
年金への加入が義務付けられてい
ます。20歳の誕生日から約2週間
で、日本年金機構から基礎年金番

号通知書、国民年金加入のお知ら
せや納付書などが送付されます。
基礎年金番号通知書は生涯使用し
ますので、大切に保管してくださ
い。20歳の誕生日から1か月を経

過しても届かない場合は、年金事
務所または□本 国保年金課、□松 住民
福祉課でご確認ください。

■国民年金保険料学生納付特例制
度のご案内
　国民年金は、20歳以上であれ
ば、学生も加入、国民年金保険料
を納付しなければなりません。し
かし、本人の前年所得が一定額以
下の場合、国民年金保険料の納付
が猶予される「学生納付特例制度」
があります。対象となる人は、学
校教育法に規定する大学（大学
院）、短期大学、高校、高等専門

学校、専修学校及び各種学校（修
業年限1年以上である課程）に在
学する学生です。ただし、学生納
付特例の期間は年金額に反映され
ないので、将来受け取る年金額を
増額するためにも、後から納付
（追納）することをお勧めします。
　学生納付特例の承認期間は4月
から翌年3月までの1年間です
が、承認を受けた次の年度も同一
の学校に在学予定の場合は、4月

初めに基礎年金番号などが印字さ
れたはがき形式の学生納付特例申
請書が届きます。引き続き、学生
納付特例制度の申請を希望する場
合は、必要事項を記入し、返送し
てください。この場合、在学証明
書または学生証の写しの添付は不
要です。

国民年金からのお知らせ

詳しくはこちら

詳しくはこちら日本年金機構■HP 

　給食でもリクエストの多い人気メ
ニューの1つです。おつまみで食べられ
る、いかのくんせいをサラダにアレンジ
しました。かめばかむほど味が出る「カ
ムカムメニュー」です。

【作り方】
① 大根と人参はいちょう切り、きゅうり
は輪切り、セロリは小口切り、いかの
くんせいは食べやすい大きさに切る。

② 大根、人参はさっとゆでて冷ます。
③ Aの材料を混ぜ合わせる。
④ 野菜といかのくんせいを混ぜ合わせ、
③のドレッシングで和える。

安中市の学校給食を
紹介します！

【栄養成分（1人分）】
エネルギー　84kcal
たんぱく質　3.2g
食塩　　　　1.2g

安中市学校栄養士会

　　　【材料】
大根
人参
きゅうり
セロリ
いかのくんせい
オリーブオイル
酢
砂糖
食塩
こしょう

【4人分】
100g
1/4本
1本
1/8本
30g
大さじ1
大さじ1
小さじ1
少々
少々

☆いかくんサラダ☆

おすすめポイント

■問 高崎年金事務所（☎322－4299）
　□本 国保年金課医療年金係（☎内線1116）
　□松 住民福祉課税務保険係（☎内線2160）

昨年の様子

　齋藤利義さんが、100歳を迎
えられました。これからも元気
でお過ごしください。

100歳おめでとう
ございます

齋藤　利義 さん
（安中）

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回

講義1　日本の近代化「碓氷線の歴史的価値」
講義2　碓氷線の赤レンガ構造物群「赤レンガ物語」
講義3　アブト式鉄道を支えた「技術と人物史」
実地研修会1　実際に歩いてみよう！（めがね橋～峠の湯編）
実地研修会2　実際に歩いてみよう！（熊ノ平～めがね橋編）

5月13日（水）
5月20日（水）
5月27日（水）
5月30日（土）
6月13日（土）

午後6時30分～8時

午前9時～正午

A



1918 安中市役所　☎027－382－1111

相
　談

イ
ン
フ
ォ

　メ
ー
シ
ョ
ン

文
化・生
涯
学
習

イ
ベ
ン
ト
・

　
　ス
ポ
ー
ツ

健
康・医
療・福
祉

く
ら
し
・
手
続

子
育
て
・
教
育

■日 
日
程

■時 
時
間

■期 
期
間

■場 
会
場
・
場
所

■対 
対
象
・
資
格

■内 
内
容

■定 
定
員

■￥ 
料
金
・
費
用

■持 
持
参
物

■締 
締
切

■応 
応
募
・
申
込
方
法

■申 
申
込
み
先

■問 
問
合
せ
先

■FAX 
F
A
X

☎
電
話

■e 
電
子
メ
ー
ル

■HP 
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

■他 
そ
の
他

2026年4月1日号□本 ＝本庁舎　□松 ＝松井田庁舎　□谷 ＝谷津庁舎　□ク ＝碓氷川クリーンセンター　□ス ＝安中しんくみスポーツセンター

　仙台市で始まった「とっておき
の音楽祭」は、障がいがある人も
ない人も一緒に音楽を楽しみ、心
のバリアフリーを目指す音楽祭で
す。

　多くの出演者や出店があり、に
ぎやかなイベントです。ぜひお越
しください。
■日 4月26日（日）
■時 午前10時～午後4時

■￥ 無料（申込不要）
■場 松井田文化会館
■問 とっておきの音楽祭実行委員会
事務局・櫻井
（☎090－7428－3729）

第8回とっておきの音楽祭㏌あんなか

　市バドミントン協会は、令和8
年度第1回安中市民バドミントン
大会を開催します。多くのご参加
をお待ちしております。
■日 5月17日（日）
■時 午前9時受付開始
■場 安中体育館

■応 申込用紙に記入し、郵送で右記
までお申し込みください
■締 5月15日（金）必着
■対 中学生以上の市内在住・在学・
在勤者と市協会登録者
■￥ 1チーム2,000円（当日支払い、
申込み後は不参加でもお支払いく

ださい）
種目　男子および女子ダブルス
使用シャトル　水鳥球
■申 ・■問 安中市バドミントン協会・
佐藤
（〒379－0116　安中市安中1－
20－34、☎382－4955）

市民バドミントン大会参加者募集

集会所実施事業の受講生を募集します ■申 ・■問 □松 生涯学習課生涯学習係（☎内線2246)

■定 各教室とも25人　　■￥ 無料（材料費などは除く）
※都合により、日程が一部変更になる場合があります
※申込みは随時受け付けています（土日祝日を除く午前8時30分～午後5時15分）

生花教室

八城集会所（松井田町八城441）

詩吟教室

教室「講師（敬称略）」
手芸教室
「中山光枝」
書道教室
「増田文子」
生花教室

「仲百美子（池坊）」

実施日

毎月第1・第3月曜

毎月第1・第3月曜

毎月第2・第4火曜

開講日時
4月20日（月）
午前9時30分～
4月20日（月）
午後1時30分～
4月28日（火）
午前9時30分～

下増田集会所（松井田町下増田2056－7）
教室「講師（敬称略）」

手芸教室
「中山光枝」
舞踊教室

「君波道子（西川流）」
詩吟教室
「藤巻明子」

実施日

毎月第2・第4月曜

毎月第1・第3水曜

毎月第1・第3金曜

開講日時
4月27日（月）
午前9時30分～
4月15日（水）
午後2時～
4月17日（金）
午後1時30分～

文化・生涯学習 culture・lifelong learning

■問 ☎393－4400
松井田文化会館 ■時 午後1時30分開演（1時開場）

■￥ 無料
■問 ☎027－343－1610（戸塚）

とりおーれ会　ヴァイオリン・
ピアノ発表会（大ホール）
■日 5月3日（日・祝） 

インフォメーション information
機構改革に伴い4月1日から課・係などが変わります

　（一財）自治総合センターは、社
会貢献広報事業の一環で宝くじの
受託事業収入を財源としたコミュ
ニティ助成事業を実施していま
す。この事業では、宝くじの普及
広報とコミュニティの健全な発展
を目的に助成を行っています。

　このたび原市地区第8区では、
助成金により、老朽化した嶺公会
堂を建て替えました。
■問 □本 行政課行政係
（☎内線1045）

宝くじの助成金で公会堂を建て替えました

　　　　　変更前（～3月31日）
政策・デジタル推進課　情報管理係

資産活用課　資産活用係 / 庁舎建設室

政策・デジタル推進課　地域づくり係
市民課　市民生活係
行政課　行政統計係

クリーンセンター　庶務管理係 / 業務係

福祉課　福祉相談係
観光課　世界遺産・道の駅推進室

文化財課

上水道事務課　経理係

下水道課　工務係 / 維持係

生涯学習課　青少年係

農業委員会事務局　庶務係

➡
➡

➡

➡

➡

➡

➡
➡

➡

➡

➡

➡

➡

　　　　　　　　変更後（4月1日～）
政策・デジタル推進課　情報統計係
財政課　資産活用係
　※資産活用課を廃止し、財政課へ事務移管
地域づくり課　地域づくり係 / 市民交流係
　※課を新設し、事務移管
行政課　行政係
環境政策課　クリーンセンター管理係
　　　　　　クリーンセンター業務係
　※クリーンセンターを環境政策課へ統合し、事務移管
福祉課　くらし相談係
観光課　道の駅推進室
文化財世界遺産推進課　
文化財世界遺産推進課　世界遺産推進室
　※課名変更、室を新設（観光課世界遺産・道の駅推進室
　　から一部事務を移管）
上水道事務課　庶務係
　※経理係を庶務係に統合
下水道課　工務維持係　※2係を統合
生涯学習課　社会教育係
　※青少年係を社会教育係に統合
農業委員会事務局　農業振興係
　※庶務係を農業振興係に統合

新庁舎開庁に伴い5月7日以降、配置が変わります

松井田庁舎　➡　新庁舎
　
学習の森　　➡　松井田庁舎

農林課のうち　農政係 / 農村整備係
商工課　商工労働係 / 企業誘致係
文化財世界遺産推進課のうち
文化財活用係 / 埋蔵文化財係 / 世界遺産推進室

■問 □本 政策・デジタル推進課政策・デジタル推進係（☎内線1022）

■問 □本 行政課行政係（☎内線1042）
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2026年4月1日号□本 ＝本庁舎　□松 ＝松井田庁舎　□谷 ＝谷津庁舎　□ク ＝碓氷川クリーンセンター　□ス ＝安中しんくみスポーツセンター

　仙台市で始まった「とっておき
の音楽祭」は、障がいがある人も
ない人も一緒に音楽を楽しみ、心
のバリアフリーを目指す音楽祭で
す。

　多くの出演者や出店があり、に
ぎやかなイベントです。ぜひお越
しください。
■日 4月26日（日）
■時 午前10時～午後4時

■￥ 無料（申込不要）
■場 松井田文化会館
■問 とっておきの音楽祭実行委員会
事務局・櫻井
（☎090－7428－3729）

第8回とっておきの音楽祭㏌あんなか

　市バドミントン協会は、令和8
年度第1回安中市民バドミントン
大会を開催します。多くのご参加
をお待ちしております。
■日 5月17日（日）
■時 午前9時受付開始
■場 安中体育館

■応 申込用紙に記入し、郵送で右記
までお申し込みください
■締 5月15日（金）必着
■対 中学生以上の市内在住・在学・
在勤者と市協会登録者
■￥ 1チーム2,000円（当日支払い、
申込み後は不参加でもお支払いく

ださい）
種目　男子および女子ダブルス
使用シャトル　水鳥球
■申 ・■問 安中市バドミントン協会・
佐藤
（〒379－0116　安中市安中1－
20－34、☎382－4955）

市民バドミントン大会参加者募集

集会所実施事業の受講生を募集します ■申 ・■問 □松 生涯学習課生涯学習係（☎内線2246)

■定 各教室とも25人　　■￥ 無料（材料費などは除く）
※都合により、日程が一部変更になる場合があります
※申込みは随時受け付けています（土日祝日を除く午前8時30分～午後5時15分）

生花教室

八城集会所（松井田町八城441）

詩吟教室

教室「講師（敬称略）」
手芸教室
「中山光枝」
書道教室
「増田文子」
生花教室

「仲百美子（池坊）」

実施日

毎月第1・第3月曜

毎月第1・第3月曜

毎月第2・第4火曜

開講日時
4月20日（月）
午前9時30分～
4月20日（月）
午後1時30分～
4月28日（火）
午前9時30分～

下増田集会所（松井田町下増田2056－7）
教室「講師（敬称略）」

手芸教室
「中山光枝」
舞踊教室

「君波道子（西川流）」
詩吟教室
「藤巻明子」

実施日

毎月第2・第4月曜

毎月第1・第3水曜

毎月第1・第3金曜

開講日時
4月27日（月）
午前9時30分～
4月15日（水）
午後2時～
4月17日（金）
午後1時30分～

文化・生涯学習 culture・lifelong learning

■問 ☎393－4400
松井田文化会館 ■時 午後1時30分開演（1時開場）

■￥ 無料
■問 ☎027－343－1610（戸塚）

とりおーれ会　ヴァイオリン・
ピアノ発表会（大ホール）
■日 5月3日（日・祝） 

インフォメーション information
機構改革に伴い4月1日から課・係などが変わります

　（一財）自治総合センターは、社
会貢献広報事業の一環で宝くじの
受託事業収入を財源としたコミュ
ニティ助成事業を実施していま
す。この事業では、宝くじの普及
広報とコミュニティの健全な発展
を目的に助成を行っています。

　このたび原市地区第8区では、
助成金により、老朽化した嶺公会
堂を建て替えました。
■問 □本 行政課行政係
（☎内線1045）

宝くじの助成金で公会堂を建て替えました

　　　　　変更前（～3月31日）
政策・デジタル推進課　情報管理係

資産活用課　資産活用係 / 庁舎建設室

政策・デジタル推進課　地域づくり係
市民課　市民生活係
行政課　行政統計係

クリーンセンター　庶務管理係 / 業務係

福祉課　福祉相談係
観光課　世界遺産・道の駅推進室

文化財課

上水道事務課　経理係

下水道課　工務係 / 維持係

生涯学習課　青少年係

農業委員会事務局　庶務係

➡
➡

➡

➡

➡

➡

➡
➡

➡

➡

➡

➡

➡

　　　　　　　　変更後（4月1日～）
政策・デジタル推進課　情報統計係
財政課　資産活用係
　※資産活用課を廃止し、財政課へ事務移管
地域づくり課　地域づくり係 / 市民交流係
　※課を新設し、事務移管
行政課　行政係
環境政策課　クリーンセンター管理係
　　　　　　クリーンセンター業務係
　※クリーンセンターを環境政策課へ統合し、事務移管
福祉課　くらし相談係
観光課　道の駅推進室
文化財世界遺産推進課　
文化財世界遺産推進課　世界遺産推進室
　※課名変更、室を新設（観光課世界遺産・道の駅推進室
　　から一部事務を移管）
上水道事務課　庶務係
　※経理係を庶務係に統合
下水道課　工務維持係　※2係を統合
生涯学習課　社会教育係
　※青少年係を社会教育係に統合
農業委員会事務局　農業振興係
　※庶務係を農業振興係に統合

新庁舎開庁に伴い5月7日以降、配置が変わります

松井田庁舎　➡　新庁舎
　
学習の森　　➡　松井田庁舎

農林課のうち　農政係 / 農村整備係
商工課　商工労働係 / 企業誘致係
文化財世界遺産推進課のうち
文化財活用係 / 埋蔵文化財係 / 世界遺産推進室

■問 □本 政策・デジタル推進課政策・デジタル推進係（☎内線1022）

■問 □本 行政課行政係（☎内線1042）
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単位
10a
10a
1ｍ
1箱
1箱
10a
10a
10a
10a
10a
60㎏
60㎏
10a
10a
10a
10a
10a
10a
1時間
1日
10a
10a
10a

賃金（円）
7,500 
7,500 
80 
500 
700 
8,000 
9,500 
9,000 
19,000 
9,500 
1,000 
1,000 
7,500 
6,500 
8,000 
7,500 
8,000 
35,000 
2,000 
8，000 
7,500 
10,000 
35,000 

種　　別

耕　　　起
代　か　き
畦　塗　り

育 苗 代

機 械 植

バインダー刈取
自脱コンバイン
自走式脱穀機
もみすり代
乾　燥　代
耕　　　起
麦まき作業
プラウ（すき耕）
ロータリー
サブソイラー
抜根（桑）
オペレーター

入　手　間
　ハンマーナイフ（草刈）
除草作業（刈払機）

 遊休農地管理（年3回）

芽 出 し
緑 化 苗
植付のみ
施肥田植

田 植 作 業

水 稲 作 業

麦　作　業

耕うん作業

　農作業金額の適正化を図るため、標準賃金を定めたのでお知らせします。

標　準　額 　　　　　
摘　　要

機械請負
機械請負
片側機械塗り

肥料委託者もち
結束縄請負者もち
倒伏・結束は別途相談

標準的な水分含有量の場合
機械請負
機械請負

機械請負
危険手当含む
8時間

耕うん、草刈等管理。抜根は別

※この賃金は目安です。詳細は圃場の条件や作業効率などを考慮し、お互いの話し合いで決定してください
■問 □本 農業委員会事務局農業振興係（☎内線1452）

2026年4月1日号□本 ＝本庁舎　□松 ＝松井田庁舎　□谷 ＝谷津庁舎　□ク ＝碓氷川クリーンセンター　□ス ＝安中しんくみスポーツセンター

令和8年度農作業等標準賃金表について

　市は「小型家電リサイクル法」
の認定業者「リネットジャパンリ
サイクル㈱」と協定を締結し、家
庭で不用になったパソコンを、自
宅から宅配便による無料回収（最
短翌日・希望日時）をしています。
利用方法は次のとおりです。
回収手順
①リネットジャパンリサイクル㈱

■HP から申し込む
②不用なパソコンを段ボールに詰
める
③宅配業者が希望日時に回収
・パソコンを含む1箱分の回収料
金が無料です。
・消去ソフトを無償で提供してい
ます（有料でデータ消去、証明書
の発行も可能です）。

・パソコンと一緒にプリンターな
どの周辺機器も回収可能です。
※詳細は、リネットジャパンリサ
イクル㈱■HP を確認してください。
なお、■HP から申し込みができない
場合は、専用窓口にご相談くださ
い
■問 リネットジャパンリサイクル㈱
（☎0570－085－800）

家庭で不用になったパソコンを宅配便で無料回収します

4月6日（月）から4月15日（水）まで　春の全国交通安全運動です

■HP はこちら

　現在、都市計画決定されている
16路線のうち、長期未着手の12
路線の見直しをしてきましたが、
このたび方針がまとまりましたの

で市■HP に詳細を掲載します。
　今後、都市計画道路の見直し方
針に基づき、廃止などの都市計画
手続を進めます。

都市計画道路の見直し方針を作成しました

詳しくはこちら

手話コーナー
VOL.48

■問 □本 福祉課障害福祉係（☎内線1154）

写真③

　今月は「後閑」の表現をご紹介
します。
　まず、小指が相手側に向くよう
に伸ばし、親指以外の指を直角に
曲げ（指文字の「こ」）、濁点を付
けるため左から右にスライドしま
す（①）。これは「ご」です。　
　次に人さし指と中指を立て、中
指を前に出します（②）。これはア
ルファベットの「K」の指文字と
同じです。これは「か」です。

　最後に、人さし指でカタカナの
「ン」を描きます（③）。これらを
順に表すと「後閑」の地名表現に
なります。

写真②写真①
市YouTube
手話チャンネル

■問 □本 危機管理課交通防犯係
（☎内線1132）

■問 □本 都市計画課計画係（☎内線1212）

あおい

日にち
4／  5（日）　　
4／27（月）　　
4／30（木）　　
5／  3（日・祝）

時　間
10:00～
13:30～
17:15～
  9:30～

　　　　　　　内　容
安中市・西毛茶道会合同茶会
第4回農業委員会総会
納期限日夜間窓口（～19:30）
第27回安中西北毛地区高校演劇祭

　　　 場　所
文化センター
□本 201会議室
□本 収納課
文化センター・ホール

文化・生涯学習・インフォメーションカレンダー

あんなか　みんなの　あいことば

「あんぜん第一　じぶんのことはじぶんでまもる　こうつうルール」
令和7年度安中市交通安全標語　小学校低学年の部最優秀賞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  市川　碧海さんの作品

メインスローガン　運転は　心とアクセル　おだやかに
サブスローガン　おおきくてをあげてしらせるよ　ここにいることわたること
交通事故死ゼロを目指す日　4月10日（金）

運動の重点
・通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保
・「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上
・自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底

ごかん
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単位
10a
10a
1ｍ
1箱
1箱
10a
10a
10a
10a
10a
60㎏
60㎏
10a
10a
10a
10a
10a
10a
1時間
1日
10a
10a
10a

賃金（円）
7,500 
7,500 
80 
500 
700 
8,000 
9,500 
9,000 
19,000 
9,500 
1,000 
1,000 
7,500 
6,500 
8,000 
7,500 
8,000 
35,000 
2,000 
8，000 
7,500 
10,000 
35,000 

種　　別

耕　　　起
代　か　き
畦　塗　り

育 苗 代

機 械 植

バインダー刈取
自脱コンバイン
自走式脱穀機
もみすり代
乾　燥　代
耕　　　起
麦まき作業
プラウ（すき耕）
ロータリー
サブソイラー
抜根（桑）
オペレーター

入　手　間
　ハンマーナイフ（草刈）
除草作業（刈払機）

 遊休農地管理（年3回）

芽 出 し
緑 化 苗
植付のみ
施肥田植

田 植 作 業

水 稲 作 業

麦　作　業

耕うん作業

　農作業金額の適正化を図るため、標準賃金を定めたのでお知らせします。

標　準　額 　　　　　
摘　　要

機械請負
機械請負
片側機械塗り

肥料委託者もち
結束縄請負者もち
倒伏・結束は別途相談

標準的な水分含有量の場合
機械請負
機械請負

機械請負
危険手当含む
8時間

耕うん、草刈等管理。抜根は別

※この賃金は目安です。詳細は圃場の条件や作業効率などを考慮し、お互いの話し合いで決定してください
■問 □本 農業委員会事務局農業振興係（☎内線1452）

2026年4月1日号□本 ＝本庁舎　□松 ＝松井田庁舎　□谷 ＝谷津庁舎　□ク ＝碓氷川クリーンセンター　□ス ＝安中しんくみスポーツセンター

令和8年度農作業等標準賃金表について

　市は「小型家電リサイクル法」
の認定業者「リネットジャパンリ
サイクル㈱」と協定を締結し、家
庭で不用になったパソコンを、自
宅から宅配便による無料回収（最
短翌日・希望日時）をしています。
利用方法は次のとおりです。
回収手順
①リネットジャパンリサイクル㈱

■HP から申し込む
②不用なパソコンを段ボールに詰
める
③宅配業者が希望日時に回収
・パソコンを含む1箱分の回収料
金が無料です。
・消去ソフトを無償で提供してい
ます（有料でデータ消去、証明書
の発行も可能です）。

・パソコンと一緒にプリンターな
どの周辺機器も回収可能です。
※詳細は、リネットジャパンリサ
イクル㈱■HP を確認してください。
なお、■HP から申し込みができない
場合は、専用窓口にご相談くださ
い
■問 リネットジャパンリサイクル㈱
（☎0570－085－800）

家庭で不用になったパソコンを宅配便で無料回収します

4月6日（月）から4月15日（水）まで　春の全国交通安全運動です

■HP はこちら

　現在、都市計画決定されている
16路線のうち、長期未着手の12
路線の見直しをしてきましたが、
このたび方針がまとまりましたの

で市■HP に詳細を掲載します。
　今後、都市計画道路の見直し方
針に基づき、廃止などの都市計画
手続を進めます。

都市計画道路の見直し方針を作成しました

詳しくはこちら

手話コーナー
VOL.48

■問 □本 福祉課障害福祉係（☎内線1154）

写真③

　今月は「後閑」の表現をご紹介
します。
　まず、小指が相手側に向くよう
に伸ばし、親指以外の指を直角に
曲げ（指文字の「こ」）、濁点を付
けるため左から右にスライドしま
す（①）。これは「ご」です。　
　次に人さし指と中指を立て、中
指を前に出します（②）。これはア
ルファベットの「K」の指文字と
同じです。これは「か」です。

　最後に、人さし指でカタカナの
「ン」を描きます（③）。これらを
順に表すと「後閑」の地名表現に
なります。

写真②写真①
市YouTube
手話チャンネル

■問 □本 危機管理課交通防犯係
（☎内線1132）

■問 □本 都市計画課計画係（☎内線1212）

あおい

日にち
4／  5（日）　　
4／27（月）　　
4／30（木）　　
5／  3（日・祝）

時　間
10:00～
13:30～
17:15～
  9:30～

　　　　　　　内　容
安中市・西毛茶道会合同茶会
第4回農業委員会総会
納期限日夜間窓口（～19:30）
第27回安中西北毛地区高校演劇祭

　　　 場　所
文化センター
□本 201会議室
□本 収納課
文化センター・ホール

文化・生涯学習・インフォメーションカレンダー

あんなか　みんなの　あいことば

「あんぜん第一　じぶんのことはじぶんでまもる　こうつうルール」
令和7年度安中市交通安全標語　小学校低学年の部最優秀賞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  市川　碧海さんの作品

メインスローガン　運転は　心とアクセル　おだやかに
サブスローガン　おおきくてをあげてしらせるよ　ここにいることわたること
交通事故死ゼロを目指す日　4月10日（金）

運動の重点
・通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保
・「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上
・自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底

ごかん
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　本市の介護相談員として、長年活躍されている罍
慶喜さんに、NPO法人地域共生政策自治体連携機
構介護サービス相談・地域づくり連絡会から表彰状
が贈られました。おめでとうございます。

0209 受彰おめでとうございます
介護サービス相談員永年活動表彰

　1月19日に市民活動の表彰が行われ、今年度
は文化・教育分野に貢献された2団体の受賞者が
決まりました。市民活動表彰制度は、長年、公
益的な市民活動を自主的に行っている団体・個
人を表彰するものです。

■紅（べに）の会
　平成24年から毎年初め、松井田庁舎で書道団体とそ
の年の干支をちり綿で作って展示し、来庁者を楽しませ
ているほか、これまで18年間各種展覧会への参加な
ど、積極的に会員と作品づくりに携わっています。

■安中市スポーツダンス協会
　会員が長年続けるダンスをボランティアで指導した
り、介護施設での慰問を行ったりしています。また、市
内公民館など各種施設で行われるイベントで舞台発表も
行っています。

市民活動表彰受賞者の皆さん　おめでとうございます

市民活動通信 ■問 □本 地域づくり課市民交流係（☎内線1027）

詳しくはこちら

リーフレットの
内容はこちら

□本 ＝本庁舎　□松 ＝松井田庁舎　□谷 ＝谷津庁舎　□ク ＝碓氷川クリーンセンター　□ス ＝安中しんくみスポーツセンター

　こんにちは！地域おこし協力隊の高杉です。
　これまで、市内の魅力的な飲食店などのお店や企業を巡り、その熱量や
素晴らしさをInstagramで日々発信してきました。おかげさまで、市民の
皆さんから「高杉のインスタを見て、気になっていたお店に行ってみた

よ！」「地元にこんなすてきな場所があるなんて知らなかった！」といったうれしい声をい
ただく機会が増えました。私の発信が、皆さんと市内のお店の魅力発信の役に立てているこ
とを実感し、活動の大きな励みになっています。
　私のInstagramでは、市内の皆さんへの情報発信だけでなく、市外の人にとっても「安中
市に足を運んでみたい」と思ってもらえるきっかけづくりを目指しています。ぜひ、ランチ
のお店選びや週末のお出かけの情報源として活用してください。これからも安中市の魅力を
もっともっと発信していきます！

Vol.78地域おこし協力隊活動報告
「インスタ見たよ！」の声、大きな励みに

▲公式SNS

　男女共同参画への理解を深めることを目的と
して、令和2年度から小学生を対象にリーフ
レットを毎年作成しています。社会では、いま
だに「女だから」「男だから」など、性別を理由
に「こうあるべき」という考えが残っているの
が現状です。
　リーフレットでは、男女関係なくさまざまな
分野で活躍する人にインタビューし「なぜこの
仕事を選んだのか」、「小学生に向けたメッセー
ジ」などの内容を紹介しています。また、家事
分担シートも掲載しています。ぜひご利用くだ
さい。
　本リーフレットは、市役所本庁と松井田庁舎
のほか安中市文化センター、松井田文化会館、
あんなかスマイルパーク、光陽館、ゆうあい館
にあります。ご覧ください。

男女共同参画　小学生向けリーフレット
　　　　　　　「うん、あなたらしくてとてもいいね」を作成しました

■問 □本 地域づくり課市民交流係（☎内線1027）
男女共同参画推進委員会　第 181 回

　機種変更のために携帯電話
ショップに出かけ、同系列の
キャリアが提供する端末を熱
心に勧められ契約した。
　その後、契約書を確認した
ところ、断ったはずのオプ
ションなどが付けられている
うえ、セキュリティソフトも
契約させられていた。納得で
きない。（60歳代）

☆携帯電話の買い替えなどの際、不要なオプショ
ンを付けられていたといった相談が寄せられて
います。
☆契約の際には、契約内容をよく確認し、よく分
からない場合は契約しないようにしましょう。
オプションなどを勧められた際も、必要ない場
合はきっぱり断りましょう。
☆契約書もその場でよく確認し、不要な契約がな
いか、月々の支払額はいくらになるかなどを確
認しましょう。
☆不要なオプションを契約させられている場合
は、すぐにショップに解約を申し出ましょう。

■問 市消費生活センター（☎382－2228）わからないことや困ったこと、少しでも不審に感じることがあったら、
早めに消費生活センターにご相談ください。相談日時▶月～金曜日（祝日を除く）午前9時～午後4時30分

消費生活センター
からのお知らせ

- 事例 - - ひとこと助言 -

本文イラスト：黒崎　玄

不要なオプションが付けられていた!?
携帯電話の契約は慎重に

こどもたちが自分らしく輝ける未来のため
家族で考えるきっかけになることを願っています

2026年4月1日号

もたい

けいき
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　本市の介護相談員として、長年活躍されている罍
慶喜さんに、NPO法人地域共生政策自治体連携機
構介護サービス相談・地域づくり連絡会から表彰状
が贈られました。おめでとうございます。

0209 受彰おめでとうございます
介護サービス相談員永年活動表彰

　1月19日に市民活動の表彰が行われ、今年度
は文化・教育分野に貢献された2団体の受賞者が
決まりました。市民活動表彰制度は、長年、公
益的な市民活動を自主的に行っている団体・個
人を表彰するものです。

■紅（べに）の会
　平成24年から毎年初め、松井田庁舎で書道団体とそ
の年の干支をちり綿で作って展示し、来庁者を楽しませ
ているほか、これまで18年間各種展覧会への参加な
ど、積極的に会員と作品づくりに携わっています。

■安中市スポーツダンス協会
　会員が長年続けるダンスをボランティアで指導した
り、介護施設での慰問を行ったりしています。また、市
内公民館など各種施設で行われるイベントで舞台発表も
行っています。

市民活動表彰受賞者の皆さん　おめでとうございます

市民活動通信 ■問 □本 地域づくり課市民交流係（☎内線1027）

詳しくはこちら

リーフレットの
内容はこちら

□本 ＝本庁舎　□松 ＝松井田庁舎　□谷 ＝谷津庁舎　□ク ＝碓氷川クリーンセンター　□ス ＝安中しんくみスポーツセンター

　こんにちは！地域おこし協力隊の高杉です。
　これまで、市内の魅力的な飲食店などのお店や企業を巡り、その熱量や
素晴らしさをInstagramで日々発信してきました。おかげさまで、市民の
皆さんから「高杉のインスタを見て、気になっていたお店に行ってみた

よ！」「地元にこんなすてきな場所があるなんて知らなかった！」といったうれしい声をい
ただく機会が増えました。私の発信が、皆さんと市内のお店の魅力発信の役に立てているこ
とを実感し、活動の大きな励みになっています。
　私のInstagramでは、市内の皆さんへの情報発信だけでなく、市外の人にとっても「安中
市に足を運んでみたい」と思ってもらえるきっかけづくりを目指しています。ぜひ、ランチ
のお店選びや週末のお出かけの情報源として活用してください。これからも安中市の魅力を
もっともっと発信していきます！

Vol.78地域おこし協力隊活動報告
「インスタ見たよ！」の声、大きな励みに

▲公式SNS

　男女共同参画への理解を深めることを目的と
して、令和2年度から小学生を対象にリーフ
レットを毎年作成しています。社会では、いま
だに「女だから」「男だから」など、性別を理由
に「こうあるべき」という考えが残っているの
が現状です。
　リーフレットでは、男女関係なくさまざまな
分野で活躍する人にインタビューし「なぜこの
仕事を選んだのか」、「小学生に向けたメッセー
ジ」などの内容を紹介しています。また、家事
分担シートも掲載しています。ぜひご利用くだ
さい。
　本リーフレットは、市役所本庁と松井田庁舎
のほか安中市文化センター、松井田文化会館、
あんなかスマイルパーク、光陽館、ゆうあい館
にあります。ご覧ください。

男女共同参画　小学生向けリーフレット
　　　　　　　「うん、あなたらしくてとてもいいね」を作成しました

■問 □本 地域づくり課市民交流係（☎内線1027）
男女共同参画推進委員会　第 181 回

　機種変更のために携帯電話
ショップに出かけ、同系列の
キャリアが提供する端末を熱
心に勧められ契約した。
　その後、契約書を確認した
ところ、断ったはずのオプ
ションなどが付けられている
うえ、セキュリティソフトも
契約させられていた。納得で
きない。（60歳代）

☆携帯電話の買い替えなどの際、不要なオプショ
ンを付けられていたといった相談が寄せられて
います。
☆契約の際には、契約内容をよく確認し、よく分
からない場合は契約しないようにしましょう。
オプションなどを勧められた際も、必要ない場
合はきっぱり断りましょう。
☆契約書もその場でよく確認し、不要な契約がな
いか、月々の支払額はいくらになるかなどを確
認しましょう。
☆不要なオプションを契約させられている場合
は、すぐにショップに解約を申し出ましょう。

■問 市消費生活センター（☎382－2228）わからないことや困ったこと、少しでも不審に感じることがあったら、
早めに消費生活センターにご相談ください。相談日時▶月～金曜日（祝日を除く）午前9時～午後4時30分

消費生活センター
からのお知らせ

- 事例 - - ひとこと助言 -

本文イラスト：黒崎　玄

不要なオプションが付けられていた!?
携帯電話の契約は慎重に

こどもたちが自分らしく輝ける未来のため
家族で考えるきっかけになることを願っています

2026年4月1日号

もたい

けいき
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相　談 consultation
4/1～5/15

行政相談

無料法律相談

人権相談

離婚前後の悩み・養育費相談
家庭児童相談（電話・面接）
健康相談
（生活習慣病・育児・栄養相談など）
妊婦健康相談
（母子手帳交付）

消費生活相談

無料税務相談
障害者相談
（知的・身体障害者相談）
精神障害者相談

青少年相談（電話・面接）

介護・認知症相談
（電話・面接）

成年後見制度に関する相談

成年後見制度専門職相談

配偶者・恋人などからの暴力
（DV・デートDV）に関する相談
生活困窮に関する相談
（生活支援相談窓口）
ひきこもりに関する相談
若者就職活動個別相談
（安中出張サポートステーション）

心配ごと相談

交通事故相談

こころの健康相談

予約・問合せ
□本  4/2・16　5/7　9時～11時30分
□松  4/6　5/11　13時30分～16時
□本  4/3・17　5/1・15　13時～16時
□本  4/16　□松  4/17
13時30分～15時30分
□本  4/14　5/12　13時～16時
□本  月～金曜日（祝日を除く）9時～16時

□本  月～金曜日（祝日を除く）9時～16時

□本  月～金曜日（祝日を除く）9時～16時

消費生活センター（□本 敷地内）
月～金曜日（祝日を除く）9時～16時30分
□本  4/2　13時～16時
□本 ・□松  月～金曜日（祝日を除く）
9時～16時
月～土曜日（祝日を除く）10時～18時
□松 青少年センター　月・火・水・金曜日
（祝日を除く）　9時～14時

月～金曜日（祝日を除く）9時～16時

□本 ・□松  月～金曜日（祝日を除く）
9時～16時
地域福祉支援センター
毎月第1金曜日　13時30分～15時30分
月・火・木・金曜日（祝日を除く）
9時～16時

月～金曜日（祝日を除く）9時～16時

□本  月～金曜日（祝日を除く）9時～16時
□本  毎月第1火曜日（祝日・年末年始除く）
10時～12時
地域福祉支援センター
毎月第2木曜日　9時～11時30分
安中交通安全協会
月～金曜日（祝日を除く）9時～16時
安中保健福祉事務所
毎月第4金曜日  13時～17時

□本 福祉課（☎内線1191）

要電話予約　□本 福祉課（☎内線1191）

□本 福祉課くらし相談係（☎内線1207）

要電話予約　□本 福祉課（☎内線1191）
要電話予約　□本 こども課（☎382-8005）

要電話予約　□本 健康づくり課（☎内線1174）

要電話予約　□本 健康づくり課（☎内線1174）

消費生活センター（☎382-2228）

要電話予約　□本 税務課（☎内線1061）

□本 福祉課（☎内線1155）

ヌアリーベ（☎380-5385）
要電話予約　□松 青少年センター（☎393-4777）
メール相談（seishonen@city.annaka.lg.jp）
要電話予約　□本 高齢者支援課（☎内線1189）
　　　　　　□松 （☎内線2156）
要電話予約　□本 高齢者支援課（☎内線1188）
　　　　　　□本 福祉課（☎内線1155）

要電話予約　権利擁護センター（☎382-8397）

安中市DV電話相談（☎329-6646）

要電話予約　□本 福祉課（☎内線1191）

要電話予約　□本 福祉課（☎内線1191）
要電話予約　ぐんま若者サポートステーション
（☎027-212-3630）

地域福祉支援センター（☎382-8397）

要電話予約　安中交通安全協会
（☎382-0211）（会員対象）
要電話予約
安中保健福祉事務所（☎381-0345）

相談内容 場所・日時

□本 ＝本庁舎　□松 ＝松井田庁舎　□谷 ＝谷津庁舎　□ク ＝碓氷川クリーンセンター　□ス ＝安中しんくみスポーツセンター

　市民課
休日窓口開設日
4月5日・19日

午前8時30分～正午
業務内容
○住民票の写しや戸籍謄本・抄本、その他
　市民課で取り扱う各種証明書などの発行

本 4月の納税と保険料
☆国民年金保険料 … 令和8年3月分
　 令和8年4月分～令和9年3月分（1年前納）

　 令和8年4月分～令和8年9月分（6箇月前納）

　 令和8年4月分～令和10年3月分（2年前納）

○4月30日（木）までに納めてください
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特集　令和8年度当初予算　
　
・電気柵は適切に設置しましょう
・木造住宅の耐震化を支援します
・児童・福祉に関する手当について
・恵みの湯・峠の湯の熟年特別割引券を発行します
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俺クラ（俺のクラシック）を開催します

■日 6月14日（日）
■時 午後2時開演（1時30分開場）
■場 松井田文化会館・大ホール
■￥ 6,000円（全席指定）
■他 チケットは松井田文化会館で4
月11日（土）午前9時から発売開始

※窓口でのお支払いは現金のみ
※発売初日の購入可能枚数は1人
2枚まで
※ローソンチケットでも購入でき
ます
※電話での申し込みは同日午後1

時からです。窓口で完売した場
合、電話受付は行いません
※未就学児は入場できません
■問 松井田文化会館
（☎393－4400）

三浦一馬
（バンドネオン）

特定計量器（はかり）の定期検査について
　取引または証明に使用する「は
かり」は、2年に1回の定期検査
を受けることが計量法で義務づけ
られています。本市は今年度が受
検年度です。忘れずに検査を受け
ましょう。
検査対象のはかり
・商店・工場などで取引に使用す
るもの
・学校・幼稚園・保育園・病院な
どで健康診断に使用するもの
・病院・薬局・診療所などで調剤
に使用するもの

・観光農園・農産物直売所などで
販売に使用するもの
・その他取引・証明に使用するもの
■他 
・当日は検査手数料が必要です
・はかりと一緒に分銅・おもり・
電池・電源アダプターなどもお持
ちください
・この定期検査に代わる計量士に
よる検査を受ける方法もあります
■問 □本 福祉課くらし相談係
（☎内線1207）

午前の部：午前10時～正午
午後の部：午後1時～3時

市民生活向上・市の魅力度アップ予算
－新たな時代に向かって－　日本で最もチケットが取れない弦楽アンサンブル「石田組」を率いるヴァイオリニスト石田泰尚と、世界的に

活躍するバンドネオン界の若きスター三浦一馬。そして情熱を鍵盤に刻むピアニスト中島剛が夢の共演。カリス
マ演奏家たちが従来のクラシックの枠にとらわれない躍動感あふれる演奏をお届けします。

石田泰尚
（ヴァイオリン）

中島　剛
（ピアノ）

安政遠足　子どもミニ遠足を開催します
■日 5月9日（土）
　低学年スタート
　　　　　　午前8時50分（予定）
　高学年・中学生スタート
　　　　　　午前9時10分（予定）
コース
低学年（文化センター～二葉幼稚
園前折返～文化センター）
高学年・中学生（文化センター～

二葉幼稚園前折返～安中体育館前
折返～文化センター）
■対 市内在住・在学または保護者が
市内在住・在勤で、大会当日に小
学1年～中学3年の児童生徒
■￥ 無料
■定 先着150人
■申 申込書に必要事項を記入し、ス
ポーツ課スポーツ振興係に持参する

申込期間　4月6日（月）～17日（金）
の平日午前8時30分～午後5時
■他 着順のほか仮装アイデア賞があ
ります。好きな仮装で参加してく
ださい（仮装しなくても参加でき
ます）。
■問 □ス スポーツ課スポーツ振興係
（☎382－2500）

開催日

4月14日（火）

4月15日（水）

4月16日（木）

4月17日（金）

※午前の部のみ

4月20日（月）

場　所

安中公民館

□松 南側車庫棟

原市公民館

岩野谷公民館

□本 北側車庫棟


